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I 労災診療費算定基準 (平成 24年 4月 1日 以降の診療)と 留意点

労災診療費は、原則として、健康保険の診療報酬点数表 (以下「健

保点数表」という。)に したがつて算定しますが、次に掲げる項目に
ついては、労災保険独自の算定基準を定めていますので、この取扱い

にしたがつて、労災診療費を算定して下さい。
なお、療養の費用を支給する場合 ()F指定医療機関に受診した場合)

の支給限度額の算定についても、下記の取扱いに準じて行います。

1 診療単価
診療単価は、12円 とします。ただし、以下に係るものについては、

11円 50銭とします。 (円未満の端数切り捨て)

(1)国及び法人税法 (昭和 40年 3月 31日 法律第 34号)第 2条第
5号に規定する公共法人

(2)法人税法第 2条第 6号に規定する公益法人等であつて、法人税

法施行令 (昭和 40年 3月 31日 政令第 97号)第 5条第 29号に掲

げる医療保健業を行 うもの

なお、平成 24年 3月 30日 における上記 (1)及び (2)に該当

する医療機関は、参考 1(26ページ)の とおりです。

注 法人税法の規定により、医療保健業に課税されるものを課税医

療機関 (診療単価 12円 )、 課税されないものを非課税医療機関 (診

療単価 11円 50銭)と 呼びます。

初診料  医科、歯科とも3, 640円
初診料については、健保′点数表と異なり,点数ではなく、上記金額で

算定します。
労災保険の初診料は、支給事由となる災害の発生につき算定できま

す。したがつて、既に傷病の診療を継続している期間 (災害発生当日

を含む。)中 に、当該診療を継続している医療機関において、当該診

療に係る事由以外の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により

初診を行つた場合は、初診料を算定できます。 (労災保険において継

続診療中に、新たな労災傷病にて初診を行つた場合も、初診料 3,640

円を算定できます。)

ただし、健保点数表 (医科に限る。)の初診料の注 3ただし書に該

当する場合 (上記の初診料を算定できる場合を除く。)については、

初診料の半額の 1,820円 を算定できます。
その他の初診料の算定に係る取扱いについては健保準拠です。

初診料の算定例は、参考 2(27ページ)の とおりです。
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3 救急医療管理加算  入院  6,000円 (1日 につき)

入院外 1, 200円
初診時 併区続診療中の初診時を含む。)に救急医療を行つた場合、

入院した場合は6,000円 、入院外の場合は 1,200円 を算定すること
ができます。
ただし、これは同一傷病につき 1回限り算定できるものであり、

健保,点数表における「救急医療管理加算」、「特定入院料」とは重

複して算定できません。
なお、入院については、初診に引き続き入院している場合に 7日

間を限度に算定することができます。
また、健康保険における「保険外併用療養費 (初診時自己負担金)」

とも重複して算定できません。

(例 1)救急医療管理力日算が算定できる場合
① 傷病の発生から数 日間経過した後に医療機関で初診を行った場
合。

② 最初に収容された医療機関においては、傷病の状態等から応急
処置だけを行い、他の医療機関に転医した場合。 (それぞれの医
療機関で算定可)

③ 傷病の発生から長期間経過した後であっても、症状が安定して

おらず、再手術等の必要が生じて転医した場合。 (転医先におい

て算定可)

(例 2)救急医療管理力日算が算定できない場合
① 再発の場合。
② 傷病の発生から数力月経過し、症状が安定した後に転医した場
合。

③ じん肺症、振動障害等の慢性疾患あるいは遅発性疾病等、症状
が安定しており救急医療を行 う必要がない場合。

④ 健保J煮数表 (医科に限る。)の初診料の注 3ただし書に該当す
る初診料 (1,820円 )を算定する場合。

⑤ 上記の他、初診料が算定できない場合。

4 療養の給付請求書取扱料  2, 000円
労災指定医療機関等において、「療養 (補償)給付たる療養の給

付請求書 (様式第 5号又は第 16号の 3)」 を取り扱った場合に 2,000

円を算定できます。
ただし、再発 (様式第 5号又は第 16号の3)の場合や、転医始診
(様式第 6号又は第 16号の4)の場合は算定できません。

注  「療養 (補償)給付たる療養の費用請求書 (様式第 7号 (1)～
(5)又は第 16号の5(1)～ (5))」 を取り扱った場合は、算

定できません。
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5 再診料  1, 360円
一般病床の病床数 200床未満の医療機関及び一般病床の病床数

200床以上の医療機関の歯科、歯科口腔外科において算定します。

再診料についても初診料と同様に、点数ではなく上記金額で算定

します。
ただし、健保点数表 (医科に限る。)の再診料の注 2に該当する

場合については、670円 を算定できます。この場合において、夜間
。早朝等力日算、外来管理力日算、時間外対応加算、明細書発行体制等

加算等 (注 3か ら注 7ま で、注 9及び注 10に規定する加算)は算定

できません。
その他の再診料の算定に係る取扱いについては健保点数表の注 7

を除き健保準拠です。 (健保′点数表の注 9及び注 10についても、
いずれも算定できます。)

(例 1) 業務上の事由による傷病により、同一日に同一の医療機関
の複数の診療科を引き続き再診した場合
01つ 目の診療科          1, 360円 を算定

02つ 目の診療科            670円 を算定

03つ 目の診療科           (算 定できない。)

(例 2)

(例 3)

注 1

業務上の事由による傷病と私病により、同一日に同一の医

否璧露留屡岳そ誌要馨廊藪講髯多縁α算定

業務上の事由による傷病と私病により、同一日に同一の医

6璧露客接鶏誇奪訣宅暮診繕を蜜倉し、もう1つの傷病につ
いて 2科 目の再診料を算定

6 外来管理加算の特例
再診時に、健保点数表において外来管理力日算を算定することがで

きない処置等を行つた場合でも、その点数が外来管理力日算の 52点に

満たない場合には、特例として外来管理力日算を算定することができ

ます。
また、外来管理力日算の点数に満たない処置等が 2つ以上ある場合

には最も低い点数に対して外来管理力日算を算定し、他の点数は外来

管理力日算の点数に読み替えて算定することができます。

健保点数表において算定することができない処置等とは、慢性

疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに健保点

数表第 2章第 7部 リハビジテーション、第 8部精神科専門療法、

第 9部処置、第 10部手術、第 11部麻酔及び第 12部放射線治療を

ψヽヤヽます。
なお、別に厚生労働大臣が定める検査とは、健保点数表第 2章

第 3部検査第 3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものを

予ヽいます。

① 超音波検査等
② 脳波検査等
③ 神経・筋検査

4



④ 耳鼻咽喉科学的検査
⑤ 眼科学的検査
⑥ 負荷試験等
⑦ ラジオアイツトープを用いた諸検査
③ 内視鏡検査

注2 四肢に対する処置等に対し1.5倍又は2倍の加算ができる取扱
い (四肢力日算)が適用される場合は、適用後の特例点数を基準に
します。

(例)消炎鎮痛等処置 「マッサージ等の手技による療法」 (四肢)

を行つた場合
35点 ×1.5倍 =53点

よつて、四肢力日算後の特例点数 53点が基準となり、外来管理
加算の 52点は算定できません。

なお、四肢の消炎鎮痛等処置「マッサージ等の手技による療
法」に四肢力日算を行わず、35点 として外来管理力日算の 52点を

合算して 87点を算定することはできません。

注 3 慢性疼痛疾患管理料を算定している場合であっても、慢性疼痛
疾患管理料に包括される処置 (介達牽引、矯正固定、変形機祓矯
正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出カレーザ
ー照射及び肛門処置)以外の処置等を行つた場合は、外来管理加
算の特例を算定することができます。

注4 健保点数表の再診料の注 7にかかわらず従前どおり計画的な医
学管理を行つた場合に算定できます。

7 再診時療養指導管理料  920円
外来患者に対して再診時に療養上の指導 (食事、日常生活動作、

機能回復訓練、メンタルヘルスに関する指導)を行つた場合に指導
の都度算定できます。

注 1 同一月において重複算定できない管理料等は、参考3(28ペー
ジ)の とおりです。

注2 同一の医療機関において、同時に 2以上の診療科で指導を行つ
た場合であっても (医科と歯科及び医科と歯科口腔外科の場合を
除く。)再診時療養指導管理料は1回 として算定します。

8 再就労療養指導管理料
精神疾患を主たる傷病とする場合 月 1回 560点
その他の疾患の場合       月 1回 420点
入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者

又は入院治療を伴わず通院療養を3ヵ 月以上継続している者で就労
が可能と医師が認める者に対し、職場に応じた就労に当たつての療
養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載した「指導管
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注

理箋 (参考4(29ページ))」 又はこれに準じた文書を傷病労働者

に交付し、指導を行つた場合に、月 1回に限り、精神疾患を主たる

傷病とする場合は 560点、その他の疾患の場合は 420点 を算定でき

ます。
また、傷病労働者の主治医が、当該労働者の同意を得て所属事業

場の産業医に対して、文書 (指導管理箋等)をもつて情報提供をし

た場合 (主治医が当該労働者の所属事業場の産業医を兼ねている場

合を除く。)にも、月 1回に限り、精神疾患を主たる傷病とする場

合は 560点、その他の疾患の場合は 420点を算定できます。
ただし、同一傷病労働者につき各々 3回 を限度 (頭頸部外傷症候

群、頸肩腕症侯群等の慢性的な疾病を主病とする者で現に就労して

いる者については、医師が必要と認める期間。回数の制限はない。)

とします。
請求に当たつては、指導管理箋等の写しを診療録に添付し明確にし

ておく必要があります。

9 入院基本料
入院の日から起算 して 2週間以内の期間
上記以降の期間

健保点数の 1.

健保 ,点数の 1.

入院基本料は、入院の日から起算して 2週間以内の期間について

は、健保,点数の1.30倍、それ以降の期間については、健保,点数の1,01

倍のJ点数 (いずれも 1点未満の端数は四捨五入)を算定することが

できます。

注 1 各種力日算の取扱いについては、以下のとおりです。

① 健保J点数表の第 1章第 2部「入院料等」の第 1節「入院基本料」

について
ア イ以外の点数については、入院基本料に当該点数を加えた後

に 1.30倍又は 1.01倍することができます。
イ 入院期間に応じ加算する点数の場合は、1.30倍又は 1.01倍

することができません。
具体的には、参考 5(33ページ)の とおりとなります。

② 健保点数表における第 1章第 2部 「入院料等」の第 2節 「入院

基本料等加算」に示されている各不重力日算については 1.30倍又は

1.01倍することができません

③  「10 労災治療計画力日算 (100点加算)」 については1.30倍又

は 1.01倍することができません。

注 2 外泊期間中の入院基本料は、すべての加算を含まない入院基本

料の基本点数に 0.15を掛け、その後 1.30倍又は 1.01倍 したッ煮数

となります。

注3 定数超過入院に該当する場合及び医療法に定める人員標準を著

しく下回る場合の入院基本料は、健保点数表第 1章第 2部入院料

等の通則 6に従って算定した後の点数を 1.30倍又は 1.01倍する

倍

倍

０

１

３

０
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こととなります。
なお、入院期間に応じた加算点数については、1.80倍又は 1.01

倍することはできません。

(例)入院基本料点数をA、 入院期間に応 じた加算を B、 通則 6の
別表第一～第二に定める率を Cと した場合の算定方法は

(AXC× 1.30)十 (BXC)と なります。

注4 医療機関を退院後、同一傷病により、同一の医療機関又は当該
医療機関と特別の関係にある医療機関に入院した場合には、第 1

回目の入院の日を起算日として計算します。
ただし、退院後、いずれの医療機関にも入院せずに3ヵ 月以上

経過し、その後再入院となつた場合については、再入院日を起算
日として新たに入院期間を計算します。

注 5 健康保険においては、入院診療計画に関する基準を満たすこと
が入院基本料等の算定要件の 1つですが、労災保険においても、
入院診療計画書又は労災治療計画書 (以下「労災治療計画書等」
という。)を交付 して説明することが入院基本料等の算定要件と

なります。
しかしながら、特別の事情があり、かつ、入院後 7日 以内の場

合については、その理由を診療費請求内訳書に記載することによ

り、労災治療計画書等を交付して説明することができない場合で

あつても、入院基本料等を算定できることとします。
特別の事情とは、以下のような場合です。

① 患者の急変などにより、他の医療機関へ転院又は退院すること
となつたため、労災治療計画書等を交付して説明することができ
なかつた場合

② 患者が意識不明の状態にあり、家族等と直ちに連絡を取ること
ができなかったため、労災治療計画書等を交付して説明すること
ができなかつた場合

③ その他、上記に準ずると認められる場合

注 6 健保点数表における「生活療養を受ける場合」の,く数について

は、適用しません。

10 労災治療計画加算  100点
収容施設を有する診療所及び病院において、入院の際に医師、看

護師、その他関係職種が共同して総合的な治療計画を策定し、医師
が入院後 7日 以内に労災治療計画書 (又はこれに準ずる文書)によ

り傷病名及び傷病の部位、症状、治療計画、検査内容及び日程、手

術内容及び日程、推定される入院期間、入院中の注意事項、退院時

において見込まれる回復の程度等について交付して説明を行つた場

合、 1回の入院につき 1回限り100点を入院基本料又は特定入院料
に加算できます。 (参考 6(34ページ))

注 1 入院が予定されている患者に対して、外来において治療計画を
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策定し、労災治療計画書を交付のうえ説明を行つた場合は、入院

初 日に算定できます。

注 2 入院基本料又は特定入院料の入院期間の計算上、起算日が変わ

らないものとして取 り扱われる再入院については算定できませ

ん 。

注 3 医師の病名等の説明に対し理解できないと認められる患者 (例

えば、意識障害者等)については、その家族等に対して行つた場

合に算定できます。

11 入院室料加算
入院室料加算は、次の①及び②の要件に該当する場合に③に定め

る金額を算定できるものとしますが、②の工の要件に該当する場合

は、初回入院日から7日 を限度とします。

① 保険外併用療養費における特別の療養環境の提供に関する基準を

満たした病室で、傷病労働者の容体が常時監視できるような設備又

は構造上の配慮がなされている個室、 2人部屋、 3人部屋及び4人
部屋に収容した場合。

② 傷病労働者が次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア 症状が重篤であつて、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が

常時監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるも
の 。

イ 症状は必ず しも重篤ではないが、手術のため比較的長期にわた

り医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な措置を講ずる必

要があると認められるもの。

ウ 医師が、医学上他の息者から隔離しなければ適切な診療ができ

ないと認めたもの。

工 傷病労働者が赴いた病院又は診療所の普通室が満床で、かつ、

緊急に入院療養を必要とするもの。

③ 医療機関が当該病室に係る料金として表示している金額を算定す

ることができます。
ただし、当該表示金額が次に示す額を超える場合には次に示す額

とします。
1日 につき 個  室 甲地 10,000円、乙地 9,000円

2人部屋 甲地 5,000円 、乙地4,500円
3人部屋 甲地 5,000円 、乙地 4,500円
4人部屋 甲地 4,000円 、乙地 3,600円

入院室料力日算の地域区分の甲地とは、一般職の職員の給与に関す

る法律 (昭和 25年法律第 95号)第 11条の3に基づく人事院規則 9

-49(地域手当)に より支給区分が 1級地から5級地とされる地域

及び当該地域に準じる地域をいい、乙地とは甲地以外の地域をいい
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ます。 (参考 7(35ページ))

注 特定入院料、重症者等療養環境特別力日算、療養環境加算、療養
病棟療養環境力日算、療養病棟療養環境改善力日算、診療所療養病床
療養環境力日算、診療所療養病床療養環境改善力日算との重複算定は
できません。

12 病衣賞与料  7点
息者が緊急収容され病衣を有していないため医療機関から病衣の

貸与を受けた場合、又は傷病の感染予防上の必要性から医療機関が

患者に病衣を貸与した場合には、 1日 につき7点を算定できます。

13 入院時食事療養費
入院時食事療養費については、平成 18年 3月 6日 付け厚生労働省

告示第 99号 (以下「99号告示」という。)の別表 「食事療養及び
生活療養の費用額算定表」の F第 1 食事療養」に定める金額の 1.2

倍により算定する (10円未満の端数は四捨五入)こ ととしています
が、具体的には次の金額となります。

(1)入院時食事療養 (I)1食につき      770円
別に厚生労働大臣が定める基準に適合 しているものとして地方

厚生 (支)局長に届け出て当該基準による食事療養を行 う保険医
療機関に入院している息者について、当該食事療養を行つたとき
に、 1日 につき3食を限度として算定します。

① 特別食加算 1食につき           90円
別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときに、1日 につ

き3食を限度として力日算することができます。

② 食堂力日算 1日 につき          60円
食堂における食事療養を行ったときに、加算することができま

す。 (療養病棟に入院する患者を除く。)

(2)入院時食事療養 (Ⅱ )1食につき      610円
入院時食事療養 (I)を算定する保険医療機関以外の保険医療

機関に入院している患者について、食事療養を行つたときに、 1

日につき3食を限度として算定します。

注 99号告示の別表「食事療養及び生活療養の費用額算定表」の「第
生活療養」については、適用しません。2
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14 コンピューター断層撮影料
コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影が

同一月に2回以上行われた場合であつても、所定点数を算定できま

す。

注 健保点数表の同一月の 2回 目以降の断層撮影の費用についての近

減制については、適用しません。

(例 1)同一月に 1回 目CT撮影口、2回 目CT撮影口を行つた場合。

目

目

回
回

１

２

CT撮影ロ
CT撮影ロ

900点 (十 断層診断 450点 )

900点

合 計 1,800点 (断層診断を含め 2,250点)算定

(例 2)同一月に 1回 目CT撮影口、 2回 目MRI撮影 2を行つた場

合。

目

目

回
回

１

２

CT撮影ロ
MRI撮影 2

900点 (十 断層診断 450点 )

1,330,点

合 計 2,230点 (断層診断を含め 2,680点)算定

15 リハビリテーシヨン
疾患別リハビジテーション料を算定する場合は、健保点数表のリ

ハビジテーシヨンの通則 1にかかわらず次の点数で算定することが

できます。

ア
イ
ウ

エ
オ
カ
キ
ク
ケ

コ

心大血管疾忠ヅハビリテーシヨン料 (I)(1単位)

心大血管疾患リハビリテーシヨン料 (Ⅱ )(1単位)

脳血管疾患等リハビリテーシヨン料 (I)(1単位)

脳血管疾患等リハビリテーシヨン料 (Ⅱ )(1単位)

脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ш)(1単位)

運動器リハビリテーシヨン料 (I)(1単位)

運動器リハビリテーション料 (Ⅱ )(1単位)

運動器リハビリテーション料 (Ⅲ)(1単位)

呼吸器リハビリテーシヨン料 (I)(1単位)

呼吸器リハビリテーシヨン料 (Ⅱ )(1単位)

250,点
100,点
250点
200点

100J点
180J点
180点
80,点

180,点
80点

(1)疾患別 リハビリテーシヨン (※)については、リハビリテー

ションの必要性及び効果が認められるものについては、健保,点

数表における疾患別 リハビジテーシヨン料の各規定の注 1のた

だし書にかかわらず、健保 ,点数表に定める標準的算定日数を超

えても制限されることなく算定できます。
健保点数表の疾患別 リハビリテーシヨン料の各規定の注 4

(運動器 リハビリテーシヨン料においては注 5)については、

適用しません。

(2)入院中の傷病労働者に対し、訓練室以外の病棟等において早
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期歩行、ADLの 自立等を目的とした疾患別リハビジテーショ
ン料 (I)(運動器ヅハビリテーション料においては、 (I)
及び (Ⅱ ))を算定すべきリハビジテーションを行つた場合は、
ADL加算として、1単位につき 30点を所定点数に加算して算
定できます。

(3)健保点数表に定める疾患別 ヅハビジテーション料の各規定に
おける早期ヅハビジテーションカ日算及び初期加算については、
健保点数表に準じて算定できます。

(※)疾患別 リハビジテーションとは、健保点数表における心大血
管疾患ヅハビジテーション料、脳血管疾患等リハビジテーショ
ン料、運動器 リハビジテーション料、呼吸器 ヅハビリテーショ
ン料におけるノハビジテーションのことをいいます。

注 1 健保点数表の脳血管疾患等 ヅハビジテーション料の各区分の
イ及び口の区別については、労災保険においては区別せずに算
定できます。 (参考 8(37ページ))

注 2 健保点数表の疾患別 リハビリテーション料の各規定の注 4
(運動器 リハビツテーションにおいては注 5)に示す範囲内で
ヅハビジテーションを行 う場合 (標準的算定日数を超えて疾患
別ジハビツテーションを 1月 13単位以内で行う場合)には、診
療費請求内訳書の摘要欄に標準的算定日数を超えて行 うべき医
学的所見等を記載する必要はありません。

ただし、標準的算定日数を超え、さらに疾患別リハビジテー
ションを 1月 13単位を超えて行 う場合には、①診療費請求内訳
書の摘要欄に標準的算定日数を超えて行 うべき医学的所見等を
記載すること又は②労災リハビリテーション評価計画書 (参考
10(39ページ))を診療費請求内訳書に添付して提出すること
を求めることとなります。

早期 リハビジテーション加算が算定できる傷病労働者に対
し、初期加算とADL加算が算定できるジハビジテーションを
行つた場合は、それぞれ所定点数を算定できます。

注 3

注4 運動器 ヅハビツテーション料 (I)及び (Ⅱ )の算定に当た
っては、健保点数表の運動器 リハビリテーション料の注 2に準
じて算定することとなります。 (運動器 ヅハビジテーション料
(I)に係る届出を行つた医療機関において、運動器 ヅハビリ

テーション料 (Ⅱ )を算定すべきリハビジテーションを行つた
場合は、運動器 リハビジテーション料 (Ⅱ )を算定して下さい。)

(参考 9(38ページ))
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16 リハビリテーシヨン情報提供加算 200点
(1)健保′煮数表の診療情報提供料 Iが算定される場合であつて、医

師又は医師の指揮管理のもと理学療法士若しくは作業療法士が作
成した職場復帰に向けた労災ヅハビジテーション実施計画書 (転

院までの実施結果を付記したもの又は添付したものに限る。)を、

傷病労働者の同意を得て添付した場合に算定できます。
なお、健保点数表の診療情報提供料 I(250点 )及び退院後の治

療計画、検査結果その他の必要な情報を添付した場合の加算 (200

点)と は別に算定できます。

(2)労災ヅハビジテーシヨン実施計画書は、参考 11(40ページ)の
様式又はこれに準じた文書により作成することとし、
① 傷病労働者の「これまでの仕事内容」、「これまでの通勤方

法」、「復職希望」等を踏まえた「職場復帰に向けた目標」
② ヅハビジテーシヨンの項目として、職場復帰に向けた目標を

踏まえた業務内容・通勤方法等を考慮した内容 (キーボー ドの

打鍵やバスヘの乗車等)

を盛り込む必要があります。

注 1 請求に当たつては、労災ヅハビジテーシヨン実施計画書の写し

を診療録に添付し明確にしておく必要があります。

注 2 健康保険のヅハビリテーション (総合)実施計画書 (様式)を
用いる場合には、上記 (2)①及び②を盛り込むことで、様式上
の要件は具備されます。

17 初診時ブラッシング料   91点
創面が異物の混入、付着等により汚染している創傷の治療の前処

置として、生理食塩水、蒸留水、ブラシ等を用いて創面の汚染除去

を行つた場合に算定できます。
ただし、同一傷病につき 1回 (初診時)限 りとします。

注 1 初診時ブランシング料を含む処置、手術の所定点数の合計が
150点以上の場合に限り、時間外、深夜又は休 日加算が算定でき
ます (1,煮未満四捨五入)。

注2 健保のデブリー ドマン (創傷処理におけるデブリー ドマン加算
を含む。)と は重複算定はできません。

注3 四肢の特例取扱はありませんので、たとえ四肢の創傷に対する
ブラッシングであつても91点の算定となります。

18 四肢に対する特例取扱い

(1)指の創傷処理 (筋肉に達しないもの。)

手の指の創傷処理については、健保点数にかかわらず、次に

掲げる点数で算定します。ただし、筋肉に達するものは健保J点

数の 2.0倍で算定します。

12



本
木
本
木
本

１

２

３

４

５

指
指
指
指
指

940点

1,410,点

1,880′点
2,350,点

2,350′点

2,880,点

4,320,点

5,760,点

7,200〕点
7,200,点

(470点 ×2.0倍)

(940点 +470点 )

(1,410,点 +470,く )

(1,880J点 +470,点 )

(470点 ×5,0倍 )

さらに四肢力日算
することはでき
ません。

なお、創傷処理 (筋肉に達しないもの。)と指 (手、足)に
係る手術等又は骨折非観血的整復術を各々異なる手の指に対し
て併せて行った場合には、同一手術野とみなさず各々の所定点
数を合算した点数で算定できます。

創傷処理の算定に当たり、指で筋肉に達するものと指以外は、
次の健保 J点数を基礎として算定します。

① 筋肉、臓器に達するもの

長径 5 cIIl未満 1,250υ点
長径 5 cIIl以上 10 cIII未満 1,680コミ
長径 10 cIIl以 上 2,000,点

② 筋肉、臓器に達しないもの

長径 5 cIIl未満 470,点

長径 5 cIII以上 10 cIII未満 850,点

長径 10 cIIl以 上 1,320,点

(2)指の骨折非観血的整復術
手の指の骨折非観血的整復術については、次に掲げる点数で

算定します。

木
本
木
本
木

１

２

３

４

５

指
指
指
指
指

(1,440点 ×2.0倍 )

(2,880点 +1,440点 )

(4,320点 +1,440点 )

(5,760点 +1,440点 )

(1,440点 ×5.0倍 )

さらに四肢加算
することはでき
ません。

なお、骨折非観血的整復術と指 (手、足)に係る手術等又は
創傷処理 (筋肉に達しないもの。)を各々異なる手の指に対し
て併せて行つた場合には、同一手術野とみなさず各々の所定点
数を合算した点数で算定できます。

(3)処置、手術及び ジハビリテーションについての特例
1.5倍 (2.0倍 )

① 四肢 (鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。)の傷病に対し、次に
掲げる処置、手術及びリハビジテーションの′点数は、健保 ,点数 (ジ

ハビリテーションについては 15のア～コの所定点数)の 1.5倍 と
して算定できます。 (1点未満切上げ)

(処置)

ア 創傷処置、爪甲除去 (麻酔を要しないもの)、 穿刺排膿後
薬液注入、熱傷処置、重度褥着処置、 ドレーン法及び皮膚科
軟膏処置

イ 関節穿刺、粘 (滑)液嚢穿刺注入、ガングリオン穿刺術、
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ガングリオン圧砕法及び消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置」

ウ 絆創膏固定術、鎖骨又は肋骨骨折固定術、皮膚科光線療法、

鋼線等による直達牽引 (2日 日以降)、 介達牽引、矯正固定、

変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置のうち「マッサージ等の手

技による療法」及び 「器具等による療法」、低出カレーザー

照射
(手術)

工 創傷処理、デブリー ドマン

ただし、手の指の創傷処理 (筋肉に達しないもの。)は、

前記 (1)に よる。
オ 皮膚切開術
力 筋骨格系・四肢・体幹の手術

ただし、手の指の骨折非観血的整復術は、前記 (2)によ

る。
キ 神経、血管の手術

(リ ハビジテーシヨン)

ク 疾患別 ヅハビリテーション

② 上記①のア～イの処置及び工～キの手術については、手 (手関

節以下)及び手の指に係る場合のみ健保点数の 2.0倍 として算定
できます。

ただし、健康保険において処置面積を合算して算定する「創傷

処置」等については、四肢加算の倍率 (手指 2倍、手指以外の四

肢 1.5倍、四肢以外 1倍)が異なる部位に行 う場合には、それぞ

れの倍率毎に処置面積を合算して算定することができます。
また、「創傷処置」等を四肢力日算の倍率が異なる範囲にまたが

って (連続して)行 う場合には、処置面積を合算し該当する区分
の所定点数に対して最も高い倍率で算定します。

なお、四肢の傷病に対する特例取扱いは適用される項目も多く

誤 りも多くみられますので、特に下記の点に留意してください。

注 1 特例取扱いの対象となるものは前記に掲げたもののみで、薬

剤料、特定保険医療材料料、輸血料、ギプス料などは、特例取

扱いの対象になりません。

注 2 健保点数の 2.0倍 として算定できるのは、手 (手関節以下)、

手の指に係る処置・手術のみです。
足の指の処置は 1.5倍です。

注3 植皮術、皮膚移植術等の形成手術は、特例取扱いの対象にな

りません。

注4 処置における腰部、胸部又は頸部固定帯力日算等の処置医療機
器等加算及び手術における創外固定器加算等の手術医療機器等
加算は、特例取扱いの対象になりません。

注5 特例取扱いの対象となる処置、手術及びヅハビジテーシヨン

の所定点数の1.5倍 (2.0倍)後のJ点数は一覧表 (参考 12(41
ページ))の とおりです。
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19 術中透視装置使用加算 220点
「大腿骨」、「下腿骨」、「瞳骨」、「上腕骨」及び「前腕骨」の

骨折観血的手術 (K046)において、術中透視装置を使用した場合に
算定できます。

注 1 請求に当たつては、術中透視装置を使用したことを診療録に
記載し明確にしておく必要があります。

注2 本加算は、四肢に対する特例取扱いの対象にはなりません。

20 手指の機能回復指導加算   190点
手 (手関節以下)及び手の指の初期治療における機能回復指導力日

算として、当該部位について、次に掲げる健保点数表における第 10

部手術を行つた場合は 1回に限り所定点数に 190点を加算できま
す。

(1)創傷処理、デブリー ドマン

(2)皮膚切開術
(3)筋骨格系 。四肢 。体幹の手術

注 1 時間外力日算及び四肢力日算はできません。

注2 右手、左手をそれぞれ手術した場合でも算定は 1回限りです。

21 固定用伸縮性包帯
処置及び手術において頭部 。頚部・躯幹及び四肢に使用した場合に実費相
当額 (購入価格を10円 で除して得た点数)を算定することができます。

注1 処置及び手術に当たつて通常使用される治療材料 (包帯等)

又は衛生材料 (ガーゼ等)の費用 (23の場合を除く。)は算定
できませんσ

注2 医師が必要と判断した場合には固定用伸縮性包帯と下記 22

の頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯
を併せて算定できます。

22 顕椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定
医師の診察に基づき、頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝 。足関

節の創部固定帯の使用が必要と認める場合に実費相当額 (購入価格を
10円 で除して得た点数)を算定することができます。

また、健保点数表の腰部、胸部又は頸部固定帯加算が算定できる
場合については、当該実費相当額が 170υ点を超える場合は実費相当
額が算定でき、当該実費相当額が 170点未満の場合は 170点 を算定
できますが、そのことを踏まえ、頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及
び膝・足関節の創部固定帯についても、同様の取扱いとします。

注 1 請求に当たっては、医師の診察の結果、頸椎固定用シーネ、
鎖骨固定帯及び膝・足節の創部固定帯の使用が必要と判断した

旨を診療録に記載し明確にしておく必要があります。
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注 2 頸椎固定用シーネの費用と「」-200 腰部、胸部又は頸部固定

帯力日算」は重複算定できません。

注 3 医師が必要と判断した場合には頸椎固定用シーネ、鎖骨固定
帯及び膝。足関節の創部固定帯と上記 21の固定用伸縮性包帯を

併せて算定できます。

23 皮膚療等に係る減菌ガーゼ
通院療養中の傷病労働者に対して、皮膚度等に係る自宅療養用の

滅菌ガーゼ (絆創膏を含む。)を支給した場合に実費相当額 (購入

価格を 10円 で除して得た点数)を算定することができます。
なお、支給対象者は以下の (1)及び (2)の要件を満たす者と

なります。

(1)せき髄損傷等による重度の障害者のうち、尿路変更による皮膚
凄を形成しているもの、尿路ヘカテーテルを留置しているもの、
又は、これらに類する創部を有するもの。 (褥着については、ご

く小さな範囲のものに限ります。)          ,

(2)自 宅等で頻繁にガーゼの交換を必要とするため、診療担当医が

投与の必要を認めたもの。

注 支給できるものは、診療担当医から直接処方・投与を受けたガ
ーゼに限るため、診療担当医の指示によるものであっても、市販
のガーゼを傷病労働者が自ら購入するものは、支給の対象となり
ません。        (昭 和 55年 3月 1日 付け基発第 99号)

24 処置等の特例
(1)3部位 (局所)の取扱いについて

① 介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置のうち
「マンサ~ジ等の手技による療法」、「器具等による療法」、腰
部又は胸部固定帯固定及び低出カレーザー照射を同一日に行つた

場合は、 1日 につき合わせて負傷にあつては受傷部位ごとに3部
位を限度とし、また、疾病にあつては3局所を限度として算定で

きます。

② 消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置」については、 1日 につき所
定点数 (「湿布処置」の場合は倍率が異なる部位ごとに算定し合

算とする。)を算定できます。
なお、「湿布処置」と肛門処置を倍率が異なる部位に行つた場

合は、倍率が異なる部位ごとに算定し合算できます。

(例 1)
右上肢に「手技による療法」
左上肢に低出カレーザー照射
右下肢に「器具等による療法」
左下肢に介達章引

35点 ×1.5倍  =
35点 ×1.5倍  =
35点 ×1,5倍  =
35点 ×1.5倍  =

53点
53,点

53J点

53ッ点

3部位までの算定になりますので、53点 +53点+53点 =159点
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(例 2)
腰 部に「湿布処置」
左前腕に「湿布処置」
右手指から前腕に「湿布処置」

35,点      =
35点 ×1.5倍  =
35点 ×2.0倍  =

35,点

53ッ1試

70ン点
ハ
口 計 158〃点

(2)処置の併施について

介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置 (「湿
布処置」、「マッサージ等の手技による療法」及び 「器具等によ
る療法」)、 腰部又は胸部固定帯固定、低出カレーザー照射及び

肛門処置を同一日にそれぞれ異なる部位に行つた場合は、 「湿布
処置」又は肛門処置 (※)の所定ッ点数の他に、介達牽引、矯正固
定、変形機械矯正術、「マッサージ等の手技による療法」、「器
具等による療法」、腰部又は胸部固定帯固定及び低出カレーザー

照射のうち計 2部位までの所定点数を合わせて算定できます。
なお、この場合、「湿布処置」又は肛門処置 (※ )の所定点数

を算定することなく、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マ

ッサージ等の手技による療法」、 「器具等による療法」、腰部又
は胸都固定帯固定及び低出カレーザー照射を合計で 3部位まで算
定することとしても差し支えありません。

(※)「湿布処置」と肛門処置をそれぞれ倍率が異なる部位ごと
に算定する場合は、「「湿布処置」及び肛門処置」となりま

す。
(例 1)
左前腕に「湿布処置」       35,点 ×1.5倍 = 53J煮
左下肢に介達牽引         35点 ×1.5倍 = 53点
右下肢に「手技による療法」    35,点 ×1.5倍 = 53,点
腰 部に腰部固定帯固定      35,煮     = 35,点
「湿布処置」+(介達牽引+「手技による療法」 (計 2部位分))

53点 +53点 +53点  =159点
(例 2)
腰 部に「湿布処置」         35,点    = 35,点
肛門処置              24点    = 24点
左下肢に介達牽引           35点 ×1.5倍 =53点
右下肢に「手技による療法」      35,点 ×1.5倍 =53J煮
左上肢に矯正固定    __    35点 ×1.5倍 =53点
「湿布処置」+(介達牽引、
部位分))の合計

「手技による療法」又は矯正固定 (2
35点 +53点 +53点  =141点

介達牽引+「手技による療法」十矯正固定 (合計 3部位)

53点 +53点 +53点  =159点
したがつて、この場合は 159点を算定します。

(3)処置等の併施について
① 疾患別リハビリテーションの他に、介達牽引、矯正固定、変形
機械矯正術、「マッサージ等の手技による療法」、「器具等によ
る療法」、腰部又は胸部固定帯固定及び低出カレーザー照射を同
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②

③

(イアl11)

右上肢に運動器リハビリテーシヨン料 (Ⅲ)1単位

一日に行つた場合は、疾患別ヅハビリテーションの所定点数の他

に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マッサージ等の手

技による療法」、「器具等による療法」、腰部又は胸部固定帯固

定又は低出カレーザー照射のいずれか 1部位を算定できます。

なお、この場合、疾患別リハビリテーションの所定点数を算定

することなく、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マッサ
ージ等の手技による療法」、「器具等による療法」、腰部又は胸

部固定帯固定及び低出カレーザー照射を合計で 3部位まで算定

することとしても差し支えありません。

「湿布処置」、肛門処置及び疾患別リハビリテーションを同一

日に行つた場合は、「湿布処置」の 1部位又は肛門処置のいずれ

かの所定点数と疾患別 ヅハビリテーションの所定点数を算定で

きます。

「湿布処置」、肛門処置及び疾患別リハビリテーションの他に、

介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マッサージ等の手技に

よる療法」、「器具等による療法」、腰部又は胸部固定帯固定及

び低出カレーザー照射を同一日に行つた場合は、疾忠別リハビリ

テーションの所定点数と「湿布処置」の 1部位又は肛門処置のい

ずれかの所定点数の他に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、
「マッサ~ジ等の手技による療法」、「器具等による療法」、腰

部又は胸部固定帯固定又は低出カレーザー照射のいずれか 1部

位を算定できます。
なお、この場合、疾患別リハビリテーションの所定点数を算定

することなく、「湿布処置」又は肛門処置 (※ )の所定点数の他

に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マッサージ等の手

技による療法」、「器具等による療法」、腰部又は胸都固定帯固

定及び低出カレーザー照射のうち計 2部位まで算定することと

して差し支えありません。
また、「疾患別 リハビリテーシヨンの所定点数と「湿布処置」

の 1部位又は肛門処置のいずれかの所定点数」及び「「湿布処置」

又は肛門処置 (※)の所定点数」を算定することなく、介達牽引、

矯正固定、変形機械矯正術、「マッサ~ジ等の手技による療法」、
「器具等による療法」、腰部又は胸部固定帯固定及び低出カレー

ザー照射を合計で 3部位まで算定することとしても差し支えあ

りません。

(※)「湿布処置」と肛門処置をそれぞれ倍率が異なる部位
に算定する場合は、「「湿布処置」及び肛門処置」とな

す。

右上肢 Iこ「器具等による療法 J

80点 ×1.5

35点 ×1.5

と

ま

ご

り

点

点

０

３

２

５

一一

〓

倍

△
口 計 173 点

(例 2)
左上肢に運動器リハビリテーション料 (Ⅲ)1単位 80点 ×1.5倍 =120点
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左下肢に介達牽引
左上肢に変形機械矯正術

35点 ×1.5倍 = 53点
____35点送1.5倍 = 53)煮

運動器 リハビリテーション料 (Ⅲ)+(介達牽引又は変形機械矯正術
(1部位分))の合計         120点 +53点  =173点

(例 3)
腰部に運動器リハビリテーション料 (Ⅲ)1単位 80,点
右下肢に介達牽引          35点 ×1.5

右上肢に「手技による療法」     35〃 点×1.5

左下肢に低出カレーザー照射     35点 ×1.5

一一

一一

一一
〓

倍
倍
倍

80,点

53′点
53,点

53,点

運動器 リハビリテーション料 (Ⅲ)十 (介達牽引、「手技による.

療法」又は低出カレーザー照射 (1部位分))の合計
80点 +53点  =133点

介達牽引十「手技による療法」+低出カ レーザー照射 (3部位)

の合計            53点 +53点 +53点  =159点
したがつて、この場合は 159点を算定する。

(例 4)
左上肢に運動器ヅハビリテーション料 (Ⅲ)1単位

左上肢 に「 湿 布 処 置 |

80点 ×1.5倍 =
35点 ×1.5倍 =

120,点

53〃ミ
ハ
口 計

(例 5)
左上肢に運動器リハビリテーション料 (Ⅲ)1単位 80J点 ×1.5倍 =120,点
右下肢に「湿布処置」        35,点 ×1.5倍 = 53,点
腰 部に介達牽引          35点     = 35点
右上肢に「手技による療法」     35,点 ×1.5倍 = 53点
左下肢に「器具等による療法」    35,点 ×1.5倍 = 53,点
運動器 リハビリテーション料 (Ⅲ)+「湿布処置」+「器具等に
よる療法」の合計      120点 +53点 +53点  =226点

注 1 四肢加算の取扱いは、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、
「マッサージ等の手技による療法」、「器具等による療法」及び
低出カレーザー照射については所定点数の 1.5倍、「湿布処置」
は所定点数の 1.5倍 (手及び手指は 2倍)と して算定することが
できます。

注 2 局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹
のそれぞれを 1局所とし、全身を5局所に分けたものをいいます。

注3 介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固
定及び低出カレーザー照射の部位 (局所)、 消炎鎮痛等処置の種
類及び部位 (局所)について、診療費請求内訳書に明確に記載す
るよう医療機関に指導してください。

注4 外来診療料を算定する医療機関においては、介達牽引、矯正固
定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、
低出カレーザー照射及び肛門処置は算定できません。また「湿布

173,点
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処置」及び肛門処置については、診療所において、入院中の忠者

以外の患者のみに算定することができます。

25 職業復帰訪問指導料
精神疾患を主たる傷病とする場合  1日 につき760点
その他の疾忠の場合        1日 につき570点

(1)入院期間が継続して 1月 を超えると見込まれる傷病労働者が職業

復帰を予定している事業場に対し、医師又は医師の指示を受けた看
.護職員 (※ 1)、 理学療法士若しくは作業療法士 (以下「医師等」
という。)が傷病労働者の職場を訪問し、当該職場の事業主 (※ 2)

に対して、職業復帰のために必要な指導を行い、診療録に当該指導
内容の要点を記載した場合に、当該入院中及び退院後の通院中に合
わせて 3回 (入院期間が継続して 6月 を超えると見込まれる傷病労

働者にあつては、当該入院中及び退院後の通院中に合わせて6回 )

に限り算定できます。 (※ 3)

(2)医師等のうち異なる職種の者 2人以上が共同して訪問指導を行
つた場合や医師等がツーシャルワーカー (※ 4)と 一緒に訪問指

導を行つた場合は、380点を所定点数に加算して算定できます。
なお、同一の職種の者 2人以上が共同して訪問指導を行つた場合
は、380点を所定点数に加算することはできません。

(3)精神疾患を主たる傷病とする場合にあつては、医師等に精神保

健福祉士を含みます。

(※ 1)看護職員とは、看護師及び准看護師をいいます。
看護師と准看護師が共同して訪問指導を行つた場合は、380

点の加算は算定できません。

(※ 2)事業主には、事業主に代わつて監督又は管理の地位にある者

も含みます。

(※ 3)入院中における算定については、指導の実施日I

退院日に算定します。また、通院中における算定t

指導の実施日に算定します。

こかかわらず
こついては、

(※ 4)ソーシャルワーカーとは、社会福祉士又は精神保健福祉士を
いいます。 (3)の場合を除き、ソーシャルワーカーのみで訪

問指導を行つた場合は、算定できません。医師等と一緒に訪問

指導した場合のみ加算 (380点)の対象となります。

26 精神科職場復帰支援加算  200点
精神科を受診中の傷病労働者に、精神科ショー ト・ケア、精神

科デイ・ケア、精神科ナイ ト・ケア、精神科デイ 。ナイ ト・ケア、

精神科作業療法、通院集団精神療法を実施した場合であつて、当

該プログラムに職場復帰支援のプログラム (※)が含まれている

場合に、週に 1回算定できます。
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(※)職場復帰支援のプログラムとは、オフィス機器又は工具を使用
した作業、擬似オフィスによる作業又は復職に向けてのミーティ
ング、感想文等の作成等の集団で行われる職場復帰に有効な項目
であつて、医師、看護職員、作業療法士、ノーシャルワーカー等
の医療チームによつて行われるものをいいます。

注 請求に当たつては、当該プログラムの実施日及び要点を診療費請
求内訳書の摘要欄に記載するか、実施したプログラムの写しを診療
費請求内訳書に添付する必要があります。 (職場復帰支援のプログ
ラムの例は参考 13(53ページ)の とおりです。)

27 石綿疾患療養管理料    225点
石綿関連疾患 (肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥

厚に限る。)について、診療計画に基づく受診、検査の指示又は服
薬、運動、栄養、疼痛等の療養上の管理を行つた場合に月 2回に限
り算定できます。

注 1 請求に当たつては、管理内容の要点を診療録に記載する必要が
あります。

注 2 初診料を算定することができる日及び月においても、算定でき
ます。また、入院中の患者においても、算定できます。

注3 同一月において重複算定できない管理料等については、参考 3

(28ページ)の とおりです。

28 石綿疾患労災請求指導料  450点
石綿関連疾患 (肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜

肥厚に限る。)の診断を行つた上で、傷病労働者に対する石綿ば
く露に関する職歴の問診を実施し、業務による石綿ばく露が疑わ
れる場合に労災請求の勧奨を行い、現に療養補償給付たる療養の

給付請求書 (告示様式第 5号)又は療養補償給付たる療養の費用
請求書 (告示様式第 7号 (1))が提出された場合に、 1回に限
り算定できます。

注1 請求に当たつては、次の①から④の事項を診療録に記載し明確
にしておく必要があります。
①石綿関連疾患の診断を行つたこと
②患者に行つた問診内容 (概要)

③業務による石綿ばく露が疑われた理由
④労災請求の勧奨を行つたこと

注2 本指導料は、労災請求された個別事案が業務上と認定された場
合のみ支払われます。

注3 本指導料は、療養の給付請求書取扱料と併せて算定できます。

21



プ点 数検 査 項 目

両手にかかわらず 60点
両手にかかわらず 60点
両手にかかわらず 60点
両手イこかかわらず 60点
1指につき

1指 1回につき

1指につき

1指 1回につき

1指につき

1指 1回につき

1指につき

1指 1回につき

1手につき

1手につき

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

７

７

７

７

９

９

０

０

９

９

４

４

片手、

片手、

片手、

片手、

(1)握力 (最大握力、瞬発握力)、 維持握力

(5回法)を併せて行 う検査

(2)維持握力 (60%法)検査

つまみ力検査

タンピング検査

(3)常温下での手指の皮膚温検査

(4)冷却負荷による手指の皮膚温検査

(5)常温下による爪圧迫検査

(6)冷却負荷による爪圧迫検査

(7)常温下での手指の痛覚検査

(8)冷却負荷による手指の痛覚検査

(9)指先の振動覚 (常温下での両手)検査

QOl指先の振動覚 (冷却負荷での両手)検査

①手背等の温覚検査

⑫手背等の冷覚検査

29 振動障害に係る検査料
振動障害に係る検査料については、健保点数表に定めてありま

せんが、労災保険においては、次により算 ることができます

30 文書料
取扱いについては別表 (23ページ)の とおりです。
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別表

文書料の算定一覧

時
ω

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

支給額請求方法

療養の費用請求書

告 示 様 式 第 7号
(1)、 第16号の5(1)

病院等 → 労働者
→ 署

障害 (補償)給付請

求書

(様式第10号、第 16

号の7)

障害 (補償)給付変

更請求書

(様式第11号 )

遺族 (補償)年金請

求書

(様式第12号、第 16

号の8)

遺族 (補償)年金転

給等請求書

(様式第13号 )

年金等の受給権者の

定期報告書

(様式第18号 )

告示様式の名称番号

則第14条の3第3項

則第15条の2第3項

第5号及び第7号

則第15条の3第2項

第2号

則第15条の4第2項

第2号

則第21条第2項第2号

関係条文及び通達

則第14条の2第3項

障害 (補償)年金の受給権者が、障害の程度に変更があつ

たとして、障害 (補償)給付変更請求書に添付して提出した
「障害の状態に関する診断書」

労働者 の死亡の時か ら引き続き障害の状態にあることに

より遺族 (補償)年金転給等請求書を添付 して提出した 「障

害の状態に関す る診断書」 (労働者の死亡が業務上でない と

い う理由で遺族 (補償)年金支給の姑象 とならなかった場合

における診断書を除く。)

障害の状態にあることにより遺族 (補償)年金の受給権

者 となっている者及び遺族 (補償)年金の受給権者である妻

が、定期報告書に添付 して提出した 「障害の状態に関する診

断書」 (障害の状態にあることにより遺族 (補償)年金の受

給資格を有 し、かつ、受給権者 と生計を同じくしている者に

ついての障害の状態に関する診断書を含む。)

支給対象

障害 (補償)給付の支給を受けようとする者が、障害 (補

償)給付請求書に添付 して提出した 「障害の部位及び状態に

関する診断書」(以下「障害の状態に関する診断書」とい う。)



時
ヽ

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

(1)、 第16号の5(1)

病院等 → 労働者
→ 署

O指定病院等

診療費請求書 (含

内訳)診機様式第
1号 (含2～ 5)

病院等 → 局

○非指定病院等

療養の費用請求書
告 示 様 式 第 7号

※障害 (補償)年
金受給者である場
合については、療

養の費用請求書

介護 (補償)給付支

給請求書

(様式第16号の2の 2)

傷病の状態等に関す
る届

(様式第16号の11)

年金等の受給権者の

定期報告書

(様式第18号 )

傷病の状態の変更に

関する届
(年金 申請様式第 4

号)

同  上

傷病の状態等に関す
る届

(様式第16号の2)

則第18条の3の 5

第3項第1号

則第19条の2第2項

則第21条第2項第3号

則第21条の2第4項

則第18条の2第3項

則第18条の2第3項

介護 (補償)給付の支給を受けようとする者が介護 (補償 )

給付支給請求書に添付 して提出した 「診断書」

傷病 (補償)年金の受給権者が定期報告書に添付して提出
した「負傷又は疾病の状態に関する診断書」

傷病 (補償)年金の受給権者が障害の程度に変更があつた

場合 に提 出す る傷病の状態の変更に関す る届書に添付する
「傷病の状態に関する診断書」

労働者の負傷又は疾病が療養の開始後1年 6ヵ 月を経過した

日において治つていない場合に、同日以後lヵ 月以内に提出
させる傷病の状態に関する届出に添付して提出した「傷病の

状態に関する診断書」

休業 (補償)給付の支給を受けようとする者の負傷又は

疾病が毎年 1月 1日 において療養開始後1年6ヵ 月を経過 してい

るときに同月中のいずれかの 日の分を含む休業 (補償)給付

請求書に添付 して提出する傷病の状態に関する報告書に添付

して提出した 「傷病の状態に関する診断書」

労働者の負傷又は疾病が療養の開始後1年 6ヵ 月を経過した

日以後傷病 (補償)年金の支給決定に必要と認めた場合に傷

病の状態等に関する届出に添付して提出した「傷病の状態に

関する診断書」



巾
い

はり 。きゅう単独、
一般医療 と併用
3,000円
「施術効果 の評q表」添付の場合
4,000円

マッサージ
3,000円

5,000円

2,000円

1,000円

一般的な医学事項
7,000円

特 に高度 な医学 的
事項
20,000円

○指定病院等
診療費請求書 (含内訳)

診機様式第1号 (含2～ 5)

病院等 → 局

O非指定病院等
療養の費用請求書
告示様式第7号 (1)、 第16号の5(1)

病院等 → 労働者 → 署

○指定病院等
診療費請求書 (含内訳)

診機様式第1号 (含2～ 5)

病院等 → 局

O非指定病院等
療養の費用請求書
告示様式第7号 (1)、 第16号の5(1)

病院等 → 労働者 → 署

O指定病院等
通達別紙請求書、診機様式第1号の2

病院等 → 局

O非指定病院等
通達別紙請求書、診機様式第1号の3

病院等 → 署

休業 (補償)給
付請求書

(様式第8号、様
式第16号の6)

昭和63年 5月 12日

基発第315号別紙

様式 1

は り 。きゅ う診

断書

(様式第1号 )

マ ッサージ診断

書

(様式第2号 )

昭57.5。 31

基発第375号

昭 57.6。 2

基発第384号

則第13条

第2項

則第 12条の

2第 3項

労災法第 47

条の2

平 8.7.24
基発第479号

休業 (補償)給付請求書における診療担当

者の休業に関する証明

看護の給付の看護費用の額の証明書におけ
る診療担当者の看護に関する証明

労働基準監督署長が労災法第47条の 2の規
定による受診命令に基づいて作成依頼する意
見書等

はり。きゅう及びマッサージの施術に係る
診断書

労働基準監督署長が、療養 (補償)給付を

受 けている者 (傷病 (補償)年金を受けてい

る者を含む。)について療養の継続の要否、入
院廉養 の要否、治ゆ等を判断するために必要
と認 め、診療担当医師に診断書の提出を求め
た場合における当該診断書



参考1

非課税医療機関一覧

(平成24年 3月 30日 現在)

1設立形態により判断できるもの

2課税。非課税の別を医療機関に照会し判断するもの (※ 2)

(※ 1)法 :法人税法、令 :法人税法施行令

(※ 2)診療月の属する会計年度の前々年度 (事業年度が会計年度と異なるときは診療月の属する会計

年度当初において既に確定申告を行つた直近の事業年度)の 医療保健業について、当該法人等が非

課税医療機関に該当するとして確定申告を行つたもの

根拠条文 (※ 1)形   態

国

法第2条第5号地方公共団体

令第5条第29V日本赤十宇社

令第5条第29号ロ社会福祉法人

令第5条第29号ハ私立学校法による学校法人

令第5条第29号ニ全国健康保険協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保

険組合、国民健康保険団体連合会

令第5条第29号ホ国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会

令第5条第29号ヘ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会

令第5条第29号ト日本私立学校振興・共済事業団

令第5条第29号チ社会医療法人

令第5条第29号リ

公益社団法人等が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の

委託を受けて行うもの

財団法人厚生年金事業振興団
社団法人全国社会保険協会連合会
公益社団法人地域医療振興協会 (東京北社会保[父病院)

財団法人平成紫川会 (社会保険小倉記念病院)

財団法人船員保【ク食会 (せんぽ東京高輪病院、横浜船員保険病院、大

阪船員保険病院)

令第5条第29号ヌ財団法人結核予防会

令第5条第29号ル公益社団法人等の運営するハンセン病療養所 (ネ申山復生病院)

令第5条第29号フ学術の研究を行う公益法人に付随するもの

令第5条第29号カ

(昭和61年 1月 31日 大蔵省
告示第11号)

農業協同組合連合会 (所得税法及び法人税法の規定に基づく財務省告

示により指定するもの)

根拠条文 (※ 1)形   態

令第5条第29号フ医師会、歯科医師会

令第5条第29号ヨ看護師等の人材確保の促進に関する法律第14条第1項による指定を受

けた公益社団法人等

令第5条第29号タ上記以外の公益法人等
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参考2

初診料の算定例

O:当科における最初の受診日、●:当科における2回 目以降の受診日

1健康保険の初診日と労災保険の初診日が同一日の場合
(1)健康保険が主傷病の場合      (2)労 災保険が主傷病の場合

4/1                         4/1

健康保険 A科

労災保険 B科 六 六
Y
初診料 初診料

(1)、 (2)ともに労災保険の支給事由発生につき、B科で初診料 (3,640円 )が算定できる。

2労災保険て継続療養中に、新たな労災傷病の初診を他科で行つた場合

(1)労災保険の再診日と新たな労災保険の初診日が別の場合

Y

3労災保険の初診日に複数科を受診した場合
(1)同 一の災害(傷病が異なる)による場合

労災保険 硝

4/1

六
Y
初診料

労災保険 B科 六

Y
ただし書初診料

(1)同一日で災害が同じ場合は、ただし書き初診料 (1,820円 )が算定できる。

(2)別災害による場合
4/1

労災保険 A科 六

Y
初診料

労災保険 B科

(2)同一日で災害が異なる場合は、いずれの科も初診料 (3,640円 )が算定できる。

”
引

労災倅険 B科

再診料

労災保険 C科 Y
初診料

(2)労 災保険の再診日と新たな労災保険の初診日が同一日の場合

７
人

業務中に転倒し月堅骨骨折
(通院)

業務中に転落し】肖挫傷

4/1            4/14           5/1

-―
▲     ▲労災保険 B科 T

再診料
4/14
人

業務中に転倒し月堅骨骨折

労災保険 C科 Y
初診料

業務中に転落しЛ酋挫傷

(1)、 (2)ともに労災保険でB科診療中であつても、新たな支給事由が発生眈 場合は、
C科で初診料 (3,640円 )が算定できる。なお、同一の診療科であつても算定できる。

Y
初診料

▼
~~~ 庁

再診料



参考 3

再診時療養指導管理料と石綿疾患療養管理料は同月に重複算定できません。

また、それぞれ次表に掲げる各管理料等とも同月に重複算定できません。

重複算定のできない管理料等

名称区分名 称区分

C106 在宅自己導尿指導管理料特定疾患療養管理料B000

C107 在宅人工呼吸指導管理料ウイルス疾患指導料

C107-2 在宅持統陽圧呼吸療法指導管理料てんかん指導料

C108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料難病外来指導管理料

C108-2 在宅悪性腫瘍忠者共同指導管理料皮膚科特定疾患指導管理料

C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料心臓ペースメーカー指導管理料

在宅自己疼痛管理指導管理料Cl10慢性疼痛疾患管理料

在宅振戦等刺激装置治療指導管理料Cl10-2耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料Cl10-3在宅時医学総合管理料

在宅肺高血圧症患者指導管理料Clll特定施設入居時等医学総合管理料

B001

C002

C002-2

Cl12 在宅気管切開患者指導管理料在宅患者連携指導料C010

Cl14 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料退院前在宅療養指導管理料C100

在宅植込型補助人工心臓 (拍動流
型)指導管理料

Cl15C101 在宅自己注射指導管理料

Cl16
在宅植込型補助人工心臓 (非拍動
流型)指導管理料在宅自己腹膜灌流指導管理料C102

通院・在宅精ネ申療法1002在宅血液透析指導管理料C102-… 2

1004 心身医学療法在宅酸素療法指導管理料C103

在宅中心静脈栄養法指導管理料C104 「B000特定疾患療養管理料」と重
複算定できない指導管理料等その他

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
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参考4
別紙様式 1 ①精神疾患を主たる傷病とするもの(息者用)

労働者災害補償保険
指導管理箋 第  回目

平成   年 月    日 所在地

病院又は

診療所の

名称

医師名

(注)こ の指導管理箋は、入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は

入院治療を伴わず通院療養を3ヵ月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者に対し、

就労に当たつての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載するものです。

生年月 日

明治

大正

昭和
平成

年   月   日 男・女氏 名

昭和

平成
年   月   日 傷病名

負傷又は

発病年月 日

復帰を希望

する職種
原職 ・ 事務職 ,その他 ( )

休業前の

職 種 〔でζ翻
就労に当たつて必要な指導事項

1

2

)

職務内容変更の必要性

① あり(理由:             )  ② なし

作業制限の必要性 (職務内容変更ありの場合、作業制限の有無)

①軽作業可 ②一般事務可 ③肉体労働の制限 ④普通動務可 ⑤その他(

〔

〔

①～③の場合その期間(推定)

平成   年   月 頃まで 〕
3

4

5

6

勤務時間調整の必要性

① あり(1日    時間まで、週   時間まで)    ② なし

*②なしの場合、時間外勤務調整の必要性

① あり(1日    時間まで、週   時間まで)    ② なし  ③ 深夜勤不可

遠隔地出張(宿泊を伴うもの、海外出張など)の制限の必要性

① あり(制限(             )・ 禁止)   ② なし

自動車運転・危険を伴う機械操作等、作業内容制限の必要性

① あり(         )   ② なし

対人業務の制限の必要性

① あり(         )   ② なし

その他就労に当たって配慮しなければならない事項等について

(例 :職責の大きさ、労働密度、職場での人間関係)

7

〕
就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

1 就労に当たって必要とされる療養に関する指導事項

〔 〕
2 今後の療養の予定

月に    回程度の診療予定

⑪
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別紙様式2 ②精神疾患を主たる傷病とするもの(産業医用)

労働者災害補償保険
指導管理箋 (産業医提出用) 第  回目

上記のとおり診断します。

平成   年   月 日 所在地

病院又は

診療所の

名称

男・女

明治
大正

昭和
平成

年   月   日生年月 日氏 名

原職 ・ 事務職 。その他 ( )
復帰を希望

する職種

休業前の

職 種

2.1
病 名

(受傷)年月日 (  年  月  日 ・不明 )初 診年月日  (   年   月   日 )

年   月   日)～  (   年   月

年   月   日)～  (  年   月

(①不変 。②改善傾向・ ③軽快 ・ ④寛解 上⑤その他 (

〕
(

日

　

日

通院  (

病状経過

現在の症状

初診時症状
 〔

現在の治療内容 (薬斉Jの内容を含む。)に関する特記事項

日 )～   (

日 )～   (

月 頃

)

日 )

日 )1月 に   回程度

見込み

(①入院 。②入院及び通院 。③通院 ・ ④治療不要

月年月

月年月

年

今後の治療予定

年

年通院  (

ア  職務内容の変更   不要 ・ 要

イ  作業内容の制限

不要 ・ 要 (軽作業可・一般事務可・肉体労働のみ制限・普通勤務可 。その他 (

ウ  時間外労働の禁止・軽減  不要 ・ 要 (特記事項 :

工  遠隔地出張 (宿泊を伴うもの、海外出張など)の禁上。軽減           ´

不要 ・ 要 (特記事項 :

オ  自動車運転・危険を伴う機械操作等の制限

不要 ・ 要 (特記事項 :

力  対人業務の制限

不要 ・ 要 (特記事項 :

キ  その他勤務内容に対する意見 (例 :職責の大きさ、労働密度、職場での人間関係)

)

平成   年   月頃まで

たつて勤務内容に対する意見

1 勤務可能 (条件なし)

2 勤務可能 (条件あり) 〔条件のある期間

に当たつて必要な職場での留意点

医師名 ③
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別紙様式3 ③精神疾患を主たる傷病としないもの(息者用)

労働者災害補償保険
指導管理箋 第  回目

平成   年 月    日 所在m
病院又は

診療所の
名称

医師名

(注)この指導管理箋は、入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は

入院治療を伴わず通院療養を3ヵ月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者に対し、

就労に当たつての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載するものです。

男・女生年月日

明治
大正

昭和
平成

日年   月氏 名

傷病名
負傷又は

発病年月日

昭和
日

平成
年   月

復帰を希望

する職種
原職 ・ 事務職 。その他 ( )

休業前の

職 種 躇て電
就労に当たつて必要な指導事項

1 職務内容変更の必要性

①あり(理由:             ) ②なし

2 作業制限の必要性 (職務内容変更ありの場合、作業制限の有無)

①軽作業可 ②一般事務可 ③肉体労働のみ制限 ④普通勤務可 ⑤その他 (

〔

〔

①～③の場合その期間(推定)

平成   年   月 頃まで 〕
3

4

5

勤務時間調整の必要性

① あり(1日    時間まで、週   時間まで)  ② なし

*②なしの場合、時間外勤務調整の必要性

① あり(1日    時間まで、週   時間まで)  ② なし  ③深夜勤不可

遠隔地出張(宿泊を伴うもの、海外出張など)の制限の必要性

① あり(制限(             )・ 禁止)  ② なし

自動車運転・危険を伴う機械操作等、作業内容制限の必要性

① あり(         )   ②なし

その他就労に当たつて配慮しなければならない事項等について6
ヽ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ノ

就労に当たつて必要とされる療養に関する指導事項

1 就労に当たつて必要とされる療養に関する指導事項

2 今後の療養の予定

月に    回程度の診療予定

ヽ
―
―
―
ノ

⑪
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別紙様式4 ④精神疾患を主たる傷病としないもの(産業医用)

男・女

明治
大正

昭和
平成

年   月   日生年月 日氏 名

原職 。事務職 。その他 ( )
復帰を希望

する職種暦T翻
体業前の

職 種

(1.
(2

病 名

年  月  日 ・不明 )初 診年月日 (   年   月   日 )

入院  (

通院  (

病状経過

現在の症状

年   月   日)～  (   年   月

年   月   日)～  (   年   月

(①不変・ ②改善傾向・ ③軽快 。④寛解・⑤その他(

〕
日 )

日 )

発症 (受傷)年月 日 (

初診日寺症状
 〔

現在の治療内容 (薬斉Jの内容を含む。)に関する特記事項

今後の治療予定

入院  (   年

通院  (   年

症状固定の見込み

月

月

年

日 )～  (   年   月   日 )

日)～  (   年   月   日 )1月 に   回程度

(①入院 ・②入院及び通院・ ③通院・ ④治療不要

月 頃

就労に当たつて勤務内容に対する意見

1 勤務可能 (条件なし)

2 勤務可能 (条件あり)〔 条件のある期間

ア  職務内容の変更  不要 ・ 要

イ  作業内容の制限

ウ  時間外労働の禁止。軽減  不要 ・ 要 (特記事項 :

工  遠隔地出張 (宿泊を伴うもの、海外出張など)の禁止・軽減

不要 ・ 要 (特記事項 :

オ  自動車運転・危険を伴う機械操作等の制限

不要 。要 (特記事項 :

力  その他勤務内容に対する意見

(

不要 ・ 要 (軽作業可 。一般事務可・肉体労働のみ制限・普通勤務可 。その他 (

〕

))

)

平成   年   月頃まで

労に当たつて必要な職場での留意点

労働者災害補償保険
指導管理箋 (産業医提出用) 第  回目

上記のとおり診断します。

平成   年   月 日 所在地

病院又は

名称

診療所の

医師名 ⑪
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参考5

健保点数表における第1章第2部「入院料等」の第1節『入院基本料」に示される各種加算の取扱い

健保点致1.30倍 、1.01倍 できるもの 1.30倍、1,01倍できないもの病棟区分

30ギミ14日 以内の期間の力口算 450点看護必要度力Π算 1

192J点看護必要度カロ算2 15サ点 15日 以上30日 以内の期間の力日算

救急・在宅等支援病床初期カロ算 (14日 限度) 150折黒一般病棟看護必要度評価カロ算 5点

15点 撲急・在宅等支援療養病床初期加算 (14日 限度)

150点

又は300点

妖養 病 凍 入 陽丞不 料

褥着評価実施加算

14日 以内の期間のカロ算 400点

300テく15日 以上30日 以内の期間のカロ算

31日 以上90日 以内の期間のカロ算 100月黒

465点100点 14日 以内の期間のカロ算重度認知症加算

15日 以上30日 以内の期間の加算 250万氣

125点31日 以上90日 以内の期間のカロ算

91日 以上180日 以内の期間の加算 10点

3点181日 以上 1年以内の期間の力口算

救急支援精神病棟初期カロ算 (14日 限度) 100点

精神病棟入院基本料

712点重度認知症力口算 100点 一般病棟14日 以内の期間の加算

30点 一般病棟15日 以上30日 以内の期間の加算 207メく看護必要度力口算 1

330ナく看護必要度加算 2 15点 結核病棟30日 以内の期間の加算

結核病棟31日 以上90日 以内の期間 200メく

505メく精神病棟 14日 以内の期間のカロ算

精神病棟 15日 以上30日 以内の期間のカロ算 250'ミ

125点精神病棟31日 以上90日 以内の期間のカロ算

精神病棟91日 以上180日 以内の期間の加算 30メ黒

15点精神病棟 181日 以上 1年以内の期間の加算

特定機能病院
八院基本料

30メ氣14日 以内の期間のカロ算 512点看護必要度力日算 1

207:氣看護必要度加算2 15点 15日 以上30日 以内の期間の力日算

5点

耳 F日病 院入 陽丞 不 料

一般病棟看護必要度評価加算

312点14日 以内の期間の加算

15日 以上30日 以内の期間の力口算 167点

障富者施設雫
八院基本料

15点 有床診療所一般病床初期カロ算 (7日 限度) 100点夜間緊急体制確保加算

1000ナ黒
ヌ9ま200088R黒 看取 り加算医師配置加算 1

医師配置加算 2 60イミ

看護配置加算 1 25点

看護配置カロ算2 10点

夜間看護配置加算 1 80点

夜問看護配置カロ算 2 30メミ

環孫 診 浜 所

八院基本料

150点15,黒 救急・在宅等支援療養病床初期加算(14日 限度)褥着評価実施加算

看取り加算
1000メミ

又

`ま

2000

Xl. 十(入院基本料十加算点数)× 1,3

Xl.01)十 加算点数
算定方法

(入院基本料十加算点数)× 1,01
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参考6

労 災 治 療 計 画 書

平成 年 月 日

注1)傷病名は、現時υ点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがつて、変わり得

るものである。
注2)入院期間は、
注3)退院時におヤ              時ッ魚で予想されるものである。

病  棟  (病  室 )

主 治 医 以 外 の担 当者 名

傷    病    名

(他 に 考 え 得 る病 名 )

傷 病 部 位

症 状

入 院 日 及 び

推 定 され る 入 院 期 間

治 療 計 画

検 査 内 容 及 び 日 程

手 術 内 容 及 び 日 程

入 院 中 の 注 意 事 項

退 院 時 に お い て

回 復 が 見 込 まれ る程 度

そ    の    他
(看護、リハビリテーシヨン等の計画)

34
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参考7

入院室料加算における地域区分 (甲地)

(平成24年 4月 1日 現在)

都道府県 地 域 区 分

宮 城 県 仙台市

取手市、つくば市、水戸市、土浦市、守谷市、日立

市、古河市、牛久市、ひたちなか市、石岡市、那珂

市、東海村、阿見町

茨 城 県

宇都宮市栃 木 県

和光市、さいたま市、志木市、鶴ヶ島市()|1越市、

川国市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山

市、越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、三郷市、羽
生市、鳩ヶ谷市、蕨市、富士見市、新座市、三芳町、

狭山市

埼 玉 県

千 葉 県 成田市、印西市、船橋市、浦安市、袖ヶ浦市、千葉

市、市川市、松戸市、富津市、四街道市、茂原市、

佐倉市、柏市、市原市、白井市、習志野市、我孫子

市、鎌ヶ谷市、人千代市、長柄町、長南町、木更津

市、君津市

東 京 都 特別区、武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、福
生市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市、
人王子市、立川市、府中市、昭島市、調布市、小平

市、日野市、三鷹市、青梅市、東村山市、あきる野

市、羽村市、日の出町、檜原村、東久留米市、小金

井市、奥多摩町

神奈川県 鎌倉市、厚木市、横浜市、川崎市、海老名市、横須

賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市、平塚

市、秦野市、三浦郡葉山町、愛川町、座間市、綾瀬

市、伊勢原市、逗子市、清)|1村、寒川町、山北町

山 梨 県 甲府市

静 岡 県 静岡市、沼津市、御殿場市
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都道府県 地 域 区 分

名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市、瀬戸市、碧南

市、西尾市、大府市、知多市 、尾張旭市、長久手

町

愛 知 県

二 重 県 鈴鹿市、津市、四日市市

大津市、草津市、守山市、栗東市滋 賀 県

京 都 府 京都市、宇治市、亀岡市、京田辺市、南丹市、久御

山町、人幡市、城陽市、宇治田原町

大 阪 府 大阪市、守口市、門真市、吹由市、高槻市、寝屋川

市、箕面市、高石市、豊中市、池田市、枚方市、茨

木市、人尾市、河内長野市、和泉市、羽曳野市、藤

井寺市、堺市、東大阪市、岸和田市、泉大津市、貝

塚市、泉佐野市、富田林市、島本町、摂津市、松原

市、大阪狭山市、豊能町

兵 庫 県 芦屋市、西宮市、宝塚市、神戸市、尼崎市、伊丹市、
三田市、猪名川町、川西市

奈 良 県 天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市、橿原市、

御所市

広島市、府中町広 島 県

福 岡 県 福岡市
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参考 8

脳血管疾患等リハビリテーション料の算定一覧

健康保険

イ ロ以外の場合 245点

235点
( I )

口 廃用症侯群の場合

イ ロ以外の場合 200点

190点 ~

( Ⅱ )

口 廃用症候群の場合

100J煮イ ロ以外の場合

(Ⅲ )

口 廃用症候群の場合 100点

労災保険

I 250J煮

Ⅱ 200点

(Ⅲ ) 100点

※ 健保点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料の廃用症候群については区別せず、
月肖血管疾患リハビリテーション料 (I)～ (Ⅲ)と して算定します。
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参考 9

運動器リハビリテーション料の算定一覧

表1運動器リハ (I)における算定点数

表2運動器ヅハにおけるADL加算の算定

(※)関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動

機能及び日常生活能力の低下を来している患者

ヅハビジの実施状況
算定点数施設基準

運動器リハ (I) 180υ煮イ ロ以外

入 院
口 別表第9の 6第2号 (※ )

180点

入 院    外

運動器リハ (■ )

運動器リハ (I)

リハビリの実施状況
ADL加算算定の可否施設基準

O運動器リハ (I)イ ロ以外

O
入院

口 別表第9の6第2号 (※ )

×

運動器,ハ (Ⅱ )

入 院    外

運動器リハ (I)

O入 院

×

運動器リハ (Ⅱ )運動器ル (ヽⅡ )

入 院    外
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参考 10

労災リハビリテーション評価計画書

注 前回評価計画書作成日からの改善・変化等の記載については、初回評価計画書作成日においては不要

であること。

生年月日 (西暦) 年   月   日患者氏名 : 男 白女

原因疾患

[ 心大血管疾患 ・ 1凶血管疾患等 ・ 運動器 ・ 呼吸器 (該当するものにOを して下さい)]

リハビリテーシヨン起算日 (発症日、手術日、急性増悪の日、治療開始日)

年     月     日

現在の評価及び前回評価計画書作成日 ( 年   月   日)からの改善・変化等

治療目標等

(1)標準的算定日数を超えて行うべき医学的所見 (必要性 L医学的効果等)

(2)目標到達予想時期 : 年 月頃

(3)その他特記事項

評価計画書作成日 : 年 月 日

⑪

医療機関名
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参考 11

別紙様式5

労災リハビジテーシヨン実施計画書

社会参加 (内容。頻度等,発症前状況を含む。)

説明者サイン家族サイン本人サイン本人・家族への説明  年  月  日

更の必要性を判断

(キーボードの打鍵

やバスヘの乗車等)を記入すること。

”
付

年生 (    歳) 計画評価実施 日  年 月 日息者氏名 男・女

OT STPTリハ担当医

合併疾患・コントロール状態 (高血圧,心疾思1糖尿涵等)原因疾患 (発症。受傷 日)

に !

ロン

□意識障害 :(3-3-9:

□認知症 :

□中枢性麻痺
(ステージ・グレード)右」ヒ肢 :

左上肢 :

□筋力低下 (部位,MMT:

右手指 :

左手指 :

右下肢 :

左下肢 :

)

□失行・失認 :

□音声・発話障害 (□構音障害,□失語症 :種類  )

□摂食機能障害
□排泄機能障害
□拘縮 :

□褥着 :

□起立性低血圧
立位保持 (装具 :

平行棒内歩行 (装具

訓練室内歩行 (装具

□手放し,□つかまり,□不可

□独立 j□一部介助,□非実施

□独立 j□一部介助,□非実施

心
身
機
能

。
構
造

基
本
動
作

できる“活動 "」日常生活 (病棟)実行状況 :「 している“活動"」

非

実

施

非

実

協

自

　

　

工ｖ l見

一
部

介

助

監

　

　

視 立

姿勢・
場所伺‖練室・病棟等)

介助内容等

姿勢・実行場所
介助内容 等

全

介

助

使用用具
杖。装具

自立度 全

介

助

使用用具
杖。装具ADL・

上 が

更衣
装具・靴の着脱
入浴

ション

活動度 日中臥床:□無,□有(時間帯 :

日中座位 :□椅子,□車椅子,ロベッド上,ロキ・ャッチアップ
理 由 )

活

動

参

加

仕事内容

□】職復帰  □転職  □その他

本人の布望

家族の希望
目

標

巾 職復帰 回転職 □不可 □その他 :

仕事内容の変更 □無 □有 :

通勤方法の変更 □無 □有 :

職場復帰に向けた目標 :

の
方

針

具体的アプローチ



参考12

処置

四肢に対する特例取扱い(1.5倍・2倍)の点数一覧表

ア

イ

ウ

健保点数 ×1.5 ×2.0

9045 68創傷処置 (100c玉未満)

55 83 110創傷処置 (100証以上500∬未満)

85 128 170倉J傷処置 (500M以上3,000証未満)

233 310155創傷処置 (3,000∬以上6,000証未満)

270 405 540創傷処置 (6,000c置以上)

」000

135 203 270熱傷処置 (100M未満)

294147 221熱傷処置 (100M以上500∬未満 )

225 338 450熱傷処置 (500面以上3,000誘未満 )

420 680 840熱傷処置 (3,000両以上6,000証未満 )

1,875 2,5001,250熱傷処置 (6,000誘 以上)

」001

18090 135重度褥着処置 (100誘未満)

19698 147重度褥着処置 (199誘以上500証未満)

150 225 300重度褥着処置 (500誘以上3,000試未満 )

280 420 560重度褥着処置 (3,000試以上6,000M未満)

750 1,000500重度褥着処置 (6,000M以上)

」001-4

9045 68爪甲除去 (麻酔を要 しないもの)」001-7

9045 68J001-8 穿刺排】農後薬液注入

50 75 100ドレーン法 (ド レナージ)(持続的吸引)

38 5025ドレーン法 (ド レナージ)(そ の他 )

J002

11055 83皮膚科軟膏処置 (100∬以上500cM未満)

85 128 170皮膚科軟膏処置 (500誘以上3,000証未満)

155 233 310皮膚科軟膏処置 (3,000面以上6,000∬未満)

270 405 540皮膚科軟膏処置 (6,000M以上)

」053

200100 150Jl16 関節穿刺 (片側)

80 120 160Jl16-2 粘 (滑)液裏穿刺注入 (片側 )

120 16080ガングリオン穿刺術Jl16-3
16080 120ガングリオン圧砕法Jl16-4
7035 53Jl19 消炎鎮痛等処置 (湿布処置 )

750500絆創膏固定術」001-2

500 750」001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術

6845皮膚科光線療法 (赤外線又は紫外線療法)

150 225皮膚科光線療法 (長波紫外線又は中波紫外線療法)

510340皮膚科光線療法 (中波紫外線療法)

」054

50 75」117 鋼線等による直達牽引 (2日 日以降)

35 53」118 介達牽引
35 58」118-2 矯正固定

5335変形機械矯正術」118-3

5835消炎鎮痛等処置 (マ ッサージ等の手技による療法)

35 53消炎鎮痛等処置 (器具等による療法)

Jl19

35 53Jl19-3 低出カレーザー照射
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手術

エ

健朱点数 ×1.5 ×2.0

1,250 1,875 2,500創傷処理 (筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満 )

1,680 2,520 3,360創傷処理 (筋内、臓器に達する)(長径5cm以上10clll未満)

4,0002,000 3,000創傷処理 (筋肉、臓器に達する)(長径 10clll以 上)

705 940470創傷処理 (筋 肉、臓器に達しない)(長径5clll未満)

850 1,275 700創傷処理 (筋肉、臓器に達しない)(長径5clll以 上10(瓢n未満 )

1,980 2,6401,320

K000

創傷処理 (筋肉、臓器に達しない)(長径 10clll以上)

1,020 1,530 2,040デブリー ドマン (100c置未満)

5,9802;990 4,485デブジー ドマン (100∬以上3,000∬未満)

6,250 9,375 12,500デブリー ドマン (3,000前以上)

K002

940470 705皮膚切開術 (長径 10cIIと未
｀
ィ稿)

820 1,230 1,640皮膚切開術 (長径10cm以上20cm未満)

2,205 2,9401,470

K001

皮膚切開術 (長径20clll以 上)

840 1,260 1,680筋膜切離術、筋膜切開術K023

4,620 6,1603,080K024 筋切離術

4i410 6,615股関節内転筋切離術K025

12,140 18,210K026 股関節筋群解離術

16,700 25,050K026-2 股関節周囲筋腱解離術 (変形性股関節症)

2,060 3,090筋炎手術 (腸腰筋、殿筋、大腿筋)

1,815 2,4201,210

K027

筋炎手術 (そ の他の筋)

2,050 3,075 4,100腱鞘切開術 (関節鏡下によるものを含む)K028

4,260 5,6802,840K029 筋肉内異物摘出術

7,390 11,085四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 (肩、上腕、前腕、大腿、下腿、薙幹)

5,625 7,5003,750

K030

四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 (手、足)

20,620 30,930四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 (肩、上腕、前腕、大おR、 下腿、躯幹)

19,305 25,74012,870

K031

四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 (手、足)

7,890 11,835 15,780筋膜移植術 (指 (手、足))
15,465 20,62010,310

K033

筋膜移植術 (そ の他)

4,290 6,435 8 580腱切離・切除術 (関節鏡下によるものを含む)K034

17,145 22,86011,430K035 腱剥離術 (関節鏡下によるものを含む)

8,790 13,185 17,580腱滑膜切除術K035-2

16,980 22,64011,320K037 腱縫合術

8,710 13,065アキレス腱断裂手術K037-2

16,125 21,50010,750K038 腱延長術

13,610 20,415 27,220腱移植術 (人工腱形成術を含む)(指 (手、足))
86,16018,080 27,120

K039

腱移植術 (人工腱形成術を含む)(その他)

20,415 27,22013,610兄磨移行術 (指 (手、足))
18,080 27,120 36,160

K040

腱移行術 (その他)

13,610 20,415 27,220指伸筋腱脱臼観血的整復術K040-2

3,4601,730 2,595K042 骨穿孔術

16,72511,150骨掻爬術 (肩 甲骨、上腕、大腿)

10,0506,700骨掻爬術 (前腕、下腿 )

5,385 7,1803,590

K043

骨掻爬術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)

オ

　
　
　

カ
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手術
Xl.5 ×2.0健保点数

16,72511,150骨関節結核凄孔摘出術 (肩 甲骨、上腕、大腿)

6,700 10,050骨関節結核凄孔摘出術 (前腕、下腿)

7,1803,590 5,385骨関節結核凄孔摘出術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)

K043-2

11,150 16,725骨髄炎手術 (骨結核手術を含む)(肩 甲骨、上腕、大腿 )

6,700 10,050骨髄炎手術 (骨結核手術を含む)(前腕、下腿)

7,1803,590 5,385

K043-3

骨髄炎手術 (骨結核手術を含む)(鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)

1,600 2,400骨折非観血的整復術 (肩甲骨、上腕、大腿)

1,780 2,670骨折非観血的整復術 (前腕、下腿 )

1,440 2,160 2,880

K044

骨折非観血的整復術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)

7,060 10,590骨折経皮的鋼線刺入固定術 (肩 甲骨、上腕、大腿)

4,100 6,150骨折経皮的鋼線刺入固定術 (前腕、下腿)

2,490 3,320660

K045

骨折経皮的鋼線刺八固定術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足、指 (手、足)その他)

18,810 28,215骨折観血的手術 (肩 甲骨、上腕、大腿)

14,810 22,215 29,620骨折観血的手術 (前腕、下腿、手舟状骨)

9,480 14,220 18,960

K046

骨折親血的手術 (鎮骨、膝蓋骨、手 (舟状骨を除く)、 足、指 (手、足)そ の他)

21,710 32,565観血的整復固定術 (イ ンプラント月田骨折に対するもの)(肩 甲骨、上腕、大腿)

17,090 25,635観血的整復固定術 (イ ンプラント周囲骨折に対するもの)(前腕、下お風)

16,410 21,88010,940

K046-2

現血的整復固定術 (イ ンプラント周囲骨折に対するもの)(手、足、指 (手、足))

18,750 25,00012,500K047 難治性骨折電磁波電気治療法 (一連につき)

12,500 18,750 25,000K047-2 難治性骨折超音波治療法 (一連につき)

7,5005,000K047-3 超音波骨折治療法 (一連につき) 10,000

12,100骨内異物 (挿入物を含む)除去術 (頭蓋、顔面 (複数切開を要するもの))

7,870 11,805骨内異物 (挿入物を含む)除芸術 (その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大隧)

7,8005,200骨内異物 (挿入物を含む)除芸術 (前腕、下腿)

3,620 5,430 7,240骨内異物 (挿入物を含む)除芸術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足、指 (手、足)その他)

K048

8,8505,900骨部分切除術 (肩甲骨、上腕、大腿)

4,410 6,615骨部分切除術 (前腕、下腿 )

3,280 4,920 6,560

K049

骨部分切除術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足、指 (手、足)その他)

22,44014,960腐骨摘出術 (肩甲骨、上腕、大腿 )

10,430 15,645腐骨摘出術 (前腕、下腿)

5,130 6,8403,420

K050

腐骨摘出術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)

27,890 41,835骨全摘術 (肩 甲骨、上腕、大腿)

13,050 19,575骨全摘術 (前腕、下腿)

10,3205,160 7,740骨全摘術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)

K051

7,740 10,3205,160K051-2 中手骨又は中足骨摘除術 (2本以上)

17,410 26,115骨腫瘍切除術 (肩甲骨、上腕、大腿)

14,0559,370骨腫瘍切除術 (前腕、下腿)

4,340 6,510 8,680

K052

骨腫瘍切除術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足、指 (手、足)その他)

17,410 26,115多発性軟骨性外骨腫摘出術 (肩 甲骨、上腕、大腿)

9,370 14,055多発性軟骨性外骨腫摘出術 (前腕、下腿)

6,510 8,6804,340多発性軟骨性外骨腫摘出術 (鎖骨、膝蓋青、手、足、指 (手、足)その他)

K052-2

26,11517,410多発性骨腫摘出術 (肩 甲骨、上腕、大腿)

14,0559 370多発性骨腫摘出術 (前腕、下腿)

6,510 8,6804,340

K052-3

多発性骨腫摘出術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足、指 (手、足)その他)
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手術

健保点数 × 1.5 ×2,0

32,550 48,825骨悪性腫瘍手術 (肩 甲骨、上腕、大腿 )

26,260 39,390骨悪性腫瘍手術 (前腕、下腿)

28,215 37,62018,810骨悪性腫瘍手術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)

K053

28,210 42,315骨切 り術 (肩 甲骨、上腕、大腿)

20,620 30,930骨切 り術 (前腕、下腿)

11,895 15,8607,930骨切 り術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足、指 (手、足)その他)

K054

44,070 66,105K055-2 大腿骨頭回転骨切 り術

56,35537,570大腿骨近位部 (転子間を含む)骨切 り術K055-3

28,210 42,315偽関節手術 (肩 甲骨、上腕、大腿)

39,045 52,06026,030偽関節手術 (前腕、下腿、手舟状骨)

14,500 21,750 29,000

K056

偽関節手術 (鎮骨、膝蓋骨、手 (舟状骨を除く)、 足、指 (手、足)その他)

73,230 97,64048,820難治性感染性偽関節手術 (創外固定器によるもの)K056-2

31,270 46,905変形治癒骨折矯正手術 (肩甲骨、上腕、大腿 )

27,550 41,325変形治癒骨折矯正手術 (前腕、下腿)

23,655 31,54015,770

K057

変形治癒骨折矯正手術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足、指 (手、足)その他)

16,340 24,510 32 680骨長調整手術 (骨端軟骨発育抑制術)

22,440 29,92014,960骨長調整手術 (骨短縮術)

32,78016,390 24,585骨長調整手術 (骨延長術)(指 (手、足))
40,050 53,40026,700骨長調整手術 (骨延長術)(指 (手、足)以外)

K058

28,06014,030 21,045骨移植術 (軟骨移植術を含む)(自 家骨移植 )

25,095 33,46016,730骨移植術 (軟骨移植術を合む)(同種骨移植 (生体))
22,155 29,54014,770

K059

骨移植術 (軟骨移植術を含む)(同種骨移植 (非生体))

16,190 24,285 32,380関節鏡下自家骨軟骨移植術K059-2

5,4003,600関節切開術 (肩、股、膝)

1,280 と,920 2,560関節切開術 (胸鎖、肘、手、足)

1,020 1,360680

K060

関節切開術 (肩鎖、指 (手、足))
3,600 5,400肩甲関節周囲沈着石灰摘出術K060-2

30,03020,020化月農性又は結核性関節炎掻汀ヽ巴術 (肩、股、膝)

13,130 19,695 26,260化兄農性又は結核性関節炎掻爬術 (胸鎖、肘、手、足 )

4,995 6,6603,330

K060-3

化膿性又は結核性関節炎掻爬術 (肩鎖、指 (手、足))

1,580 2,370関節脱臼非観血的整復術 (肩、股、膝)

1,950 2,6001,300関節脱臼非観血的整復術 (胸鎖、肘、手、足)

1,200 1,600800関節脱自非観血的整復術 (肩鎖、指 (手、足)、 小児肘内障)

K061

2,050 3,075先天性股関節脱臼非観血的整復術 (両側)(リ ーメンピューグル法)

4,4252,950先天性股関節脱臼非観血的整復術 (両側)(その他)

K062

28,210 42,315関節脱臼観血的整復術 (肩、股、膝)

37,62018,810 28,215関節脱臼観血的整復術 (胸鎖、肘、手、足)

22,620 30,16015, 080

K063

関節脱臼観血的整復術 (肩鎖、指 (手、足))
31,69521,130先天性股関節脱臼観血的整復術K064

18,64512,430関節内異物 (挿入物を含む)除去術 (肩、股、膝)

4,600 6,900 9 200関節内異物 (挿入物を含む)除去術 (胸鎖、肘、手、足)

5,9002,950 4,425

K065

関節内異物 (挿入物を含む)除芸術 (肩鎖〔指 (手、足))
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手術
×2.0健保点数 ×1.5

関節鏡下関節内異物 (挿入物を含む)除芸術 (肩、股、膝) 13,950 20,925

12,300 18,450 24,600関節鏡下関節内異物 (挿入物を含む)除去術 (胸 鎖、肘、手、足)

7,930 11,895 15,860

K065-2

関節鏡下関節内異物 (挿入物を含む)除芸術 (肩鎖、指 (手、足))

17,750 26,625関節滑膜切除術 (肩、股、膝)

11,200 16,800 22,400関節滑膜切除術 (胸鎖、肘、手、足)

7,930 11,895 15,860

K066

関節滑膜切除術 (肩鎖、指 (手、足))
17,610 26,415関節鏡下関節滑膜切除術 (肩、股、膝 )

17,030 25,545 34,060関節鏡下関節滑膜切除術 (胸鎖、肘、手、足)

16,060 24,090 32,120関節鏡下関節滑膜切除術 (肩鎖、指 (手、足))

K066-2

17,750 26,625滑液膜摘出術 (肩、股、膝)

11,200 16,800 22,400滑液膜摘出術 (胸鎖、肘、手、足)

11,895 15,860滑液膜摘出術 (肩鎖、指 (手、足)) 7,930

K066-3

17,610 26,415関節鏡下滑液膜摘出術 (肩、股、膝)

17,030 25,545 34,060関節鏡下滑液膜摘出術 (胸鎖、肘、手、足)

24,090 32,120関節鏡下滑液膜摘出術 (肩鎖、指 (手、
‐
足)) 16,060

K066-4

11,200 16,800K066-5 膝蓋骨滑液嚢切除術

17,030 25,545K066-6 関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術

11,895 15,860掌指関節滑膜切除術 7,930K066-7

16,060 24,090 32,120K066-8 関節鏡下掌指関節滑膜切除術

13,000 19,500関節鼠摘出手術 (肩、股、膝)

15,870 21,16010,580関節鼠摘出手術 (胸鎖、肘、手、足)

3,970 5,955 7,940

K067

関節鼠摘出手術 (肩鎖、指 (手、足))
17,780 26,670関節鏡下関節鼠摘出手術 (肩、股、膝)

38,20019,100 28,650関節鏡下関節鼠摘出手術 (胸鎖、肘、手、足)

12,000 18,000 24,000関節鏡下関節鼠摘出手術 (肩鎖、指 (手、足))

K067-2

13,8009,200K068 半月板切除術

16,390 24,585K068-2 関節鏡下半月板切除術

11,200 16,800半月板縫合術K069

30,42015,210 22,815K069-2 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術

18,810 28,215関節鏡下半月板縫合術K069-3

4,575 6,1003,050ガングリオン摘出術 (手、足、指 (手、足))
3,190 4,785 6,380ガングリオン摘出術 (その他)(ヒ グローム捕出術を含む)

K070

28,90519,270関節切除術 (肩、股、膝)

16,070 24,105 32,140関節切除術 (胸鎖、肘、手、足)

8,505 11,3405,670

K072

関節切除術 (肩鎖、指 (手、足))
20,760 31,140関節内骨折観血的手術 (肩、股、膝)

34,14017,070 25,605関節内骨折観血的手術 (胸鎖、肘、手、足)

15,555 20,74010,370

K073

関節内骨折観血的手術 (肩鎖、指 (手、足))
25,200 37,800関節鏡下関節内骨折観血的手術 (肩、股、膝)

18,910 28,365 37,820関節鏡下関節内骨折観血的手術 (胸鎖、肘、手、足)

11,970 17, 955 23,940

K073-2

関節鏡下関節内骨折観血的手術  (肩鎖、指 (手、足))

17, 070 25,605靭帯断裂縫合術 (十宇靭帯)

16,560 24,840靭帯断裂縫合術 (膝側副靭帯)

11,400 15,2007,600

K074

靭帯断裂縫合術 (指 (手、足)その他の靱帯)
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手術
Xl.5 ×2.0健保点数

32,95521,970関節鏡下靭帯断裂縫合術 (十字靭帯)

16,510 24,765関節鏡下靭帯断裂縫合術 (膝側副靭帯)

15,720 23,580 31,440

K074-2

関節鏡下柳帯断裂縫合術 (指 (手、足)その他の靱帯)

1,9801,320非観血的関節授動術 (肩、股、膝)

1,260 1,890 2,520非観血的関節授動術 (胸鎖、肘、手、足)

980490 735

K075

非観血的関節授動術 (肩鎖、指 (手、足))
58,33538,890観血的関節授動術 (肩、股、膝)

28,210 42,315 56,420観血的関節授動術 (胸鎖、肘、手、足)

12,690 16,9208,460観血的関節授動術 (肩鎖、指 (手、足))

K076

27,380 41,070観血的関節制動術 (肩、股、膝)

23,340 31,12015,560観血的関節制動術 (胸鎖、肘、手、足)

5,550 8,325 11,100

K077

観血的関節制動術 (肩鎖、指 (手、足))
21,640 32,460観血的関節固定術 (肩、股、膝)

37,18018,590 27,885観血的関節固定術 (胸鎖、肘、手、足)

7,200 10,800 14,400

K078

観血的関節固定術 (肩鎖、指 (手、足))
42,31528,210靭帯断裂形成手術 (十宇靭帯)

18,810 28,215靭帯断裂形成手術 (膝側副靭帯)

24,525 32,70016,350靭帯断裂形成手術 (指 (手、足)その他の靱帯)

K079

34,980 52,470関節鏡下靭帯断裂形成手術 (十宇靭帯)

17,280 25,920関節鏡下靭帯断裂形成手術 (膝側副靭帯)

32,78016,390 24,585関節鏡下靭帯断裂形成手術 (指 (手、足)その他の靱帯)

17,550 26,325関節鏡下靱帯断裂形成手術 (内側膝蓋大腿靱帯)

K079-2

45,720 68,580関節形成手術 (肩、股、膝)

28,210 42,315 56,420関節形成手術 (胸鎖、肘、手、足)

27,48013,740 20,610

K080

関節形成手術 (肩鎖、指 (手、足))
25,930 38,895内反足手術K080-2

18,700 28,050K080-3 肩腱板断裂手術 (簡単なもの)

24,310 36,465肩腱板断裂手術 (複雑なもの)

27,040 40,560K080-4 関節鏡下肩腱板断裂手術 (簡単なもの)

52,72535,150関節鏡下肩腱板断裂手術 (複雑なもの)

32,160 48,240K080-5 関節鏡下肩関節唇形成術

29,25019,500人工骨頭挿入術 (肩、股)

18,810 28,215 37,620人工骨頭挿入術 (肘、手、足)

13,605 18,1409,070人工骨頭挿入術 (指 (手、足))

K081

37,690 56,535人工関節置換術 (肩、股、膝)

56,42028,210 42,315人工関節置換術 (胸鎖、肘、手、足)

19,965 26,62013,310人工関節置換術 (肩鎖、指 (手、足))

K082

45,34530,230人工関節抜去術 (肩、股、膝)

20,620 30,980 4 240人工関節抜芸術 (胸鎖、肘、手、足)

13, 950 20,925 27,900

K082-2

人工関節抜去術 (肩鎖、指 (手、足))
54,810 82,215人工関節再置換術 (肩、股、膝)

68,38034,190 51,285人工関節再置換術 (胸鎖、肘、手、足)

29,910 39,88019,940

K082-3

人工関節再置換術 (肩鎖、指 (手、足))

3,765 5,0202,510
K083 鋼線等による直達牽引 (初 日。観血的に行つた場

合の手技料を含む。)(1局 所につき)

3,0452,030K088-2 内反足足板挺子固定
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手術

健録点数 Xl.5 ×2.0

四肢切断術 (肩甲帯) 36,500 54,750

四肢切断術 (上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) 24,320 86,480 48,640

3,330 4,995 6,660

K084

四肢切断術 (指 (手、足))
肩甲帯離断術 36,500 54,750084-2

四肢関節離断術 (肩、股、膝) 26,030 39,045

11,360 17,040 22,720四肢関節離断術 朝寸、手、足)

四肢関節離断術 (指 (手、足)) 3,330 4,995 6,660

K085

2,770 4,155 5,540断端形成術 (軟部形成のみ)(指 (手、足))6

断端形成術 (軟部形成のみ)(その他) 3,300 4,950 6,600

7,410 11,115 14,820断端形成術 (骨形成を要する)(指 (手、足))
15,945 21,260

K087

断端形成術 (骨形成を要する)(その他) 10,630

切断四肢再接合術 (四肢) 144,680 217,020 289,360

81,900 122,850 163,800

K088

切断四肢再接合術 (指 (手、足))
960 1,280K089 爪甲除去術 640

ひょう疸手術 (軟部組織) 990 13485 1,980

1,280 1,920 2,560

K090

ひょう疸手術 (骨、関節)

990 1,485 1,980K090-2 風療手術

陥入爪手術 (簡単なもの) 1,400 2,100 2,800

2,490 3,735 4,980

K091

陥入爪手術 (爪床爪母の形成を伴 う複雑なもの)

6,165 8,220K098 手根管開放手術 4,110

12,000 18,000 24,000K098-2 関節鏡下手根管開放手術

25,350 38,025K094 足三関節固定 (ラ ンブリヌディ)手術

手掌、足底腱膜切離・切除術 (鏡視下によるもの) 3,580 5,370 7,160K096

2,750 4,125 5,500K096 手掌、足底腱膜切離・切除術 (そ の他)

7,500 10,000K096-2 体外衝撃波疼痛治療術 5,000

3,190 4,785 6,380K097 手掌、足底異物摘出術

11,090 16,635 22,180K098 手掌届筋腱縫合術

指凛痕拘縮手術 6,880 10,320 13,760K099

10,430 15,645 20,860デュプイ トレン拘縮手術 (1指 )

22,480 33,720 44,960デュプイ トレン拘縮手術 (2指から3指 )

29,740 44,610 59,480

K099-2

デュプイ トレン拘縮手術 (4指以上)

2,640 3,960 5,280多指症手術 (軟部形成のみのもの)

多指症手術 (骨関節、腱の形成を要するもの) 13,250 19,875 26,500

K100

7,320 10,980 14,640合指症手術 (軟部形成のみのもの)

13,910 20,865 27,820

K101

合指症手術 (骨関節、腱の形成を要するもの)

10,980 14,640指癒着症手術 (軟部形成のみのもの) 7,320

13,910 20,865 27,820

K101-2

指癒着症手術 (骨関節、腱の形成を要するもの)

8,380 12,495 16,660巨指症手術 (軟部形成のみのもの)

23,085 30,780巨指症手術 (骨関節、腱の形成を要するもの) 15,390

K102

11,510 17,265 23,020屈指症手術、斜指症手術 (軟部形成のみのもの)

15,390 23,085 30,780

K103

屈指症手術、斜指症手術 (骨関節、腱の形成を要するもの)

25,350 38,025 50,700K105 裂手、裂足手術

32,370 48,555 64,740K106 母指化手術

95,630 143,445 191,260K107 指移植手術

16,650 24,975 33,300K108 母指対立再建術

神経血管柄付植皮術 (手・足) 40,460 60,690 80,920K109

47



手術
×1.5 ×2.0健保点数

16,18510,790第四足指短縮症手術Kl10
16,18510,790Kl10-2 第一足指外反症矯正手術

4,670Kl12 腸骨寓月農瘍切開術

11,600腸骨寓月農瘍掻爬術Kl13
17,580Kl16 脊椎、骨盤骨掻爬術

2,570Kl17 脊椎脱臼非観血的整復術

2,570顎椎非観血的整復術Kl17-2
2,570Kl17-3 椎間板ヘルニア徒手整復術

28,210脊椎、骨盤脱臼観血的手術Kl18
24,320Kl19 仙腸関節脱臼観血的手術
7,890恥骨結合離開観血的手術K120
1,580恥骨結合離開非観血的整復固定術20-2
2,570骨盤骨折非観血的整復術21

15,760翼骨折観血的手術K124
29,190125 骨盤骨折観血的手術 (腸骨翼骨折を除く)

3,150骨盤骨 (軟骨)組織採取術 (試験切除)(棘突起、腸骨翼)

4,510
K126

脊椎、骨盤骨 (軟骨)組織採取術 (試験切除)(その他)

12,770脊椎、骨盤内異物 (挿入物)除去術K128
15,730内視鏡下椎弓切除術K131-2
28,730K133 黄色靭帯骨化症手術

34,810椎間板摘出術 (前方摘出術)

23,520椎間板摘出術 (後方摘出術)

28,210椎間板摘出術 (側方摘出術)

16,810

K134

椎聞板摘出術 (経皮的髄核摘出術)

75,600内視鏡下椎間板摘出 (切除)術 (前方摘出術)

33,540

K134-2

内視鏡下椎間板摘出 (切除)術 (後方摘出術)

38,290脊椎、骨盤腫瘍切除術K135
69,980K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術

93,300腫瘍脊椎骨全摘術K136-2
48,650K137 骨盤切断術

26,700脊椎披裂手術 (ネ申経処置を伴 うもの)

16,510

K138

脊椎披裂手術 (そ の他)

52,460脊椎骨切 り術K139
33,630骨盤骨切り術K140
28,220K141 臼蓋形成手術
86,400寛骨臼移動術K141-2
16,810動術K141-3
37,240脊惟固定行、椎弓切除術、権弓形成行 (多椎間又は多権弓の場合を合む。)(前方椎体固定)

29,900椎弓切除行、椎弓形成術 (多椎問又は多椎弓の器合を含む。)(後方又は後側方固定)

37,420権弓切除行、椎弓形成循 (多椎間又は多椎弓の場合を合む。)(後方椎体固定)

75,000守椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 (多椎関又は多椎弓の場合を含む。)(前方復方同時固定)

12,100椎弓切除術、椎弓形成行 (多椎問又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除)

21,700椎弓切除術、椎弓形成術 (多椎関又l主多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成)

K142

48,650脊椎側彎症手術 (固定術)K142-2

112,260彎症手術 (矯正術)(初回挿入)

48,650手術 (矯正術)(交換術)
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手術

キ

健保点数 × 1.5 ×2.0

20,540脊椎側彎症手術 (矯正術)(伸展術 )

101,910内視鏡下脊椎固定術 (胸椎又は腰椎前方固定)K142-3

19,960K142-4 経皮的椎体形成術

29,190仙腸関節固定術K143

27,510K144 体外式脊椎固定術

18,960 25,28012,640神経縫合術 (指 (手、足))
24,510 36,765 49,020神経縫合術 (そ の他)

K182

54,480 72,64036,320神経交差縫合術 (指 (手、足))
46,180 69,270 92,860神経交差縫合術 (その他)

K182-2

21,255 28,34014,170神経剥離術 (鏡視下によるもの)

21,80010,900 16,350神経剥離術  (そ の他)

K188

5,770 8,655 11,540神経腫切除術 (指 (手、足))
16,155 21,54010,770

K193

神経腫切除術 (その他)

1,660 2,490 3,320レックリングハウゼン病偽神経腫切除術 (露出部)1
3,670 5,505 7,340レンク

'ン
グハウゼン病偽神経二重切除術 (露出部)2

6,540 8,7204,360

K193-2

レックリングハタゼン病偽神経腫切除術 (露出部)3
1,280 1,920レックリングハウゼン病偽神経腫切除術 (露出部以外)1
3,230 4,845レンクリングハウゼン病偽神経腫切除術 (露出部以外)2

6,2404,160

K193-3

レンクリングハ タゼン病偽神経腫切除術 (露出部以外)3
4,410神経捻除術 (後頭神経)

4,410神経捻除術 (上限害神経)

4,410神経捻除術 (眼禽下神経)

4,410神経捻除術 (お とがい神経)

7,750

K194

神経捻除術 (下顎神経)

4,410横隔神経麻痺術K194-2

4,410眼寓下孔部神経切断術K194-3

4,410K194-4 おとがい孔部ネ申経切断術

7,930交感神経切除術 (顎動脈周囲)

11,6257,750

K195

交感神経切除術 (股動脈周囲)

7,750尾動脈腺摘出術K195-2

23,660交感神経節切除術 (顕部)

16,340交感神経節切除術 (胸部)

16,240交感神経節切除術 (腰部)

K196

18,500胸腔鏡下交感神経節切除術 (両側)K196-2

12,490 18,735 24,980ス トンフエル手術K196-3

24,98012,490 18,735閉鎖神経切除術K196-4

18,73512,490K196-5 末梢神経進断(挫減又は切断)術 (浅琲骨神経、深琲骨神経、後匹骨神経又はβl腹神経)

23,660 35,490 47,320神経移行術K197

47,04023,520 35,280神経移植術K198

795 1,060530K606 血管露出術

10,550血管結繁術 (開胸又は開腹を伴 う)

3,130 4,695 6,260

K607

血管結紫術 (そ の他)

3,130 4,695 6,260K607-2 血管縫合術 (簡単なもの)

5,000 7,500K607-3 上腕動脈表在化法

28,560動脈塞栓除去術 (開胸又は開腹を伴 うもの)

22,36011,180 16,770動脈塞栓除芸術 (そ の他)(観血的なもの)

K608
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手術
健保点数 ×1.5 ×2.0

1,680K608-2 外シャント血栓除去術

3,130K608-3 内シャント血栓除去術

61,42540,950動脈血栓内膜摘出術 (大動脈に及ぶ)

43,880 65,820動脈血栓内膜摘出術 (内頸動脈)

51,72025,860 38,790

K609

動脈血栓内膜摘出術 (そ の他 )

38,930経皮的顎動脈ステン ト留置術K609-2

70,980動脈形成術、吻合術 (頭蓋内動脈)

47,790動脈形成術、吻合術 (胸腔内動脈)(大動脈を除く)

47,790動脈形成術、P/勿合術 (腹腔内動脈)(大動脈を除く)

23,010 30,68015,340動脈形成術、吻合術 (指 (手、足)の動脈)

18,080 27,120 36,160

K610

動脈形成術、吻合術 (そ の他の動脈)

52,550脳新生血管造成術K610-2

18,080K610-3 内シャン ト又は外シャン ト設置術

18,080 27,120 36,160四肢の血管「/勿合術K610-4

27,120 36,16018,080血管吻合術及び神経再接合術 (上腕動脈、正中神経及び尺骨神経)K610i5

17,940抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 (開腹)

24,37516,250抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 (四肢)

16,640

K611

抗悪性産帥 l動

「

に、静脈又はR営障内持統と入用権込型カテーテル役置 (頭頚都その他)

7,760末梢動静脈凄造設術K612

31,840K613 腎血管性高血圧症手術 (経皮的腎血管拡張術)

70,700血管移植術、バイパス移植術 (大動脈)

64,050血管移植術、バイパス移植術 (胸腔内動脈)

56,560血管移植術、バイパス移植術 (腹腔内動脈)

55,050血管移植術、バイパス移植術 (頭、顎部動脈)

62,670 94,005血管移植術、バイパス移植術 (下腿、足部動脈)

60,58030,290 45,435

K614

血管移植術、バイパス移植術 (その他の動脈)

19,260管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管)(上血術)

16,930

K615

血管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管)(その他)

1,390経皮的大動脈遮断術K615-2

41,08020,540 30,810K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術

10,800顎動脈球摘出術K616-2

24,550K616-3 経皮的胸部血管拡張術 (先天性心疾患術後に限る。)

27,120 86,16018,080経皮的シャント拡張術・血栓除去術K616-4

10,200 15,300下肢静脈瘤手術 (抜去切除術)

1,720 2 580下肢静脈瘤手術 (硬化療法)

4,6953,130下肢静脈瘤手術 (高位結紫術)

K617

11,020 16,530 22,040K617-2 大伏在静脈抜去術

3,6401,820 2,730K617-3 静脈瘤切除術 (下肢以外)

21,540 28,72014,360下肢静脈瘤血管内焼灼術K617-4

10,500中心静脈栄養用植込型カテーテル設置 (四肢)

10,800中心静脈栄養用植込型カテーテル設置 (頭頚部その他)

K618

22,070静脈血栓摘出術 (開腹を伴 うもの)

13,100 19,650 26,200静脈血栓摘出術 (そ の他)(観血的なもの)

K619

32,100 48,150総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術K619-2
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手術
× 1.5 ×2.0健保点数

10,160K620 下大静脈フィルター留置術

6,190K620-2 下大静脈フィルター除去術

門脈体循環静脈吻合術 (門脈圧克進症手術 ) 40,650K621

K622 胸管内顎静脈吻合術 37,620

25,200静脈形成術、吻合術 (胸腔内静脈 )

静脈形成術、吻合術 (腹腔内静脈) 25,200

12,970 19,455 25,940静脈形成術、吻合術 (指 (手、足)の静脈)

静脈形成術、吻合術 (その他の静脈) 16,140 24,210 32,280

K623

21,220K623-2 月卑腎静脈吻合術
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疾患別 ジハビジテーシヨン

ク

×1.5 ×2.0点数

375250心大血管疾患リハビリテーシヨン料 (I)

100 150

H000

心大血管疾患リハビリテーシヨン料 (Ⅱ )

250 375脳血管疾患等リハビリテーシヨン料 (I)

200 300月酋血管疾患等リハビリテーシヨン料 (Ⅱ )

150100

H001

脳血管疾患等リハビリテーシヨン料 (Ⅲ )

180 270 /運動器 リハビリテーション料 (I)
270180運動器 リハビリテーション料 (Ⅱ )

80 120運動器 リハビリテーション料 (Ⅲ )

H002

270180呼吸器リハビリテーション料 (I)

/80 120呼吸器 リハビリテーション料 (Ⅱ )

H003
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参考 13

職場復帰プログラムの例
(精神科ショートロケア、3時間コース)

”
ω

・ミーティング

・ミーティング

や
ヽ ― ァ ィング

11:30-12:00

・ミーァィング

10:30-11:309:30-10:30

プログラム活動 1
・適切な自己表現

プログラム活動 2
・心理教育

プログラム活動 5
。ボディワーク

。朝のミーティング
・軽体操

・朝のミーティング
・軽体操

。朝のミーァィング
・軽体操

9:00-9:30

・朝のミーティング
・軽体操

・朝のミーティング
・軽体操

月曜 日

火曜 日

水曜 日

木曜 日

金曜 日

内 容 的目

。自分の趣味やや りたいことを対話形式で発表
。自己表現を通したコミュニケーションの トレーニング

の人間関係などについて、助言・指

・病状や病態を振 り返 り、自分で認識・把握 し、再発予防を実践する

導および援助を受ける

。薬物療法・・専門家か

。球技、身体活動、強めの運動

目項

自己表現

心理教育又はス トレスマネージ
メン ト

ボディワーク

分区

プログラム 1

プログラム 2

プログラム 5



参考14

*注 4

*注 5

*注 6

１

２

３

注
注
注

＊

＊

＊

処置及び疾患別リハビリテーシヨンの取扱い

上記 1及び 2については、それぞれ異なる部位 (局所)に行つた場合のみ算定できます。

上記 2については、それぞれ倍率が異なる部位ごとに算定する場合は、「湿布処置」及び肛門処置となります。

上記 1のいずれかを複数部位 (局所)に行つている場合は、上記 2の所定点数を算定することなく、上記 1の いずれか

3部位 (局所)までの点数を算定することとしても差し支えありません。

上記 1のいずれかを複数部位 (局所)に行つている場合は、疾患別リハビジテーションの所定点数を算定することな

く、上記 1のいずれか 3部位 (局所)までの点数を算定することとしても差し支えありません。

上記 1及び 2のいずれかを複数部位 (局所)に行つている場合は、疾息別リハビリテーシヨンの所定点数を算定するこ

となく、上記 2の所定点数の他に上記 1のいずれか計 2部位 (局所)までの点数、若しくは、上記 1のいずれか3部位

(局所)までの点数を算定することとしても差し支えありません。

消炎鎮痛等処置のうち湿布処置のみ四肢力日算の取扱いで手及び手指については2倍で算定できます。

疾患別ジハビジテーシヨン

・消炎鎮痛等処置
(湿布処置)

。肛門処置

※ 診療所外来のみ

介達奪引
矯正固定
変形機械矯正術

・消炎鎮痛等処置 (マ ンサ~ジ等の手技に
よる療法)

・消炎鎮痛等処置 (器具等による療法)

。腰部又は胸部固定結固定
・低出カレーザー照射

疾患別ツハビツテーシヨン
の所定点数の他に、介達牽
引、矯正固定、変形機械夕喬
正術、「マッサージ等の手
技による療法」、「器具等
による療法」、腰都又は胸
部固定帯固定、低出カレー

ザー照射のいずれか 1部位
(局所)を算定
*注 4

「湿布処置」又は圧門処置
の所定点数の他に、介達孝
引、

'喬

正固定、変形機械矯
正術、「マッサ~ジ等の手
技による療法」、「器具等
による療法」、腰部又は胸
部固定帯固定、低出カレー

ザー照射のうち計2部位
(局所)まで算定
*注 1
*注 2
*注 3

3部位 (局所)まで算定

。介達牽引
。矯正固定
。変形機械矯正術
`消炎鎮痛等処置
(マ ンサ~ジ等の手技
による療法)

。消炎鎮痛等処置
(器具等による療法)

。腰部又は胸部固定帯固
定
・低出カ レーザー照射

「湿布処置」1部位又は肛
門処置と疾患別ツハピツ
テーションの所定点数を算
定

1日 につき所定点数を算定
〔倍率が異なる部位ごとに

算定し合算〕

・消炎鎮痛等処置
(湿布処置)

。肛門処置

※ 診療所外来のみ

疾患別ノハビツテーシヨン
の所定点数と「湿布処置」
1部位又は肛門処置の他
に、介達牽引、矯正固定、
変形機械矯正術、「マッ
サージ等の手技による療
法」、「器具等による療
法J、 腰部又は胸部固定帯
固定、低出カレーザー照射
のいずれか1部位 (局所)

を算定
*注 5

上記 1及び 2の処置を併

施した場合
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参考15

A100 -般病棟入院基本料

*注 入院の日から起算して (1日 につき)

入院基本料特例取扱点数一覧表

看護配置
基本J点数

看護師比率
平均在院日数

2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1.01倍 )

7:1以 上
7対 1入院基本料 1,566点

70%以上
18日 以内 2,036′点 1,582 メ≪

10:1以上
1,311点

70%以上
1,704′点10対 1入院基本料 21日 以内 1,324′点

13:1以上
13対 1入院基本料 1,103点

70%以上
24日 以内 1,434サ点 1,114を点

15:1以上
15対 1入院基本料 945点

40%以上
60日 以内 1,229 五ま 954点

看護配置
基本点数

看護師比率
平均在院 日数

2週間以内

(1,30倍 )

2週間超

(1.01倍 )

7対 1特別入院基本料 1,244 メく
入院基本料 7対 1の届け出医療機関にお
いて月平均夜勤時間72時間以下の要件の

みを満たせない場合 (3月 を限度)

1,617′点 1,256 五ま

10対 1特別入院基本料 1,040点
入院基本料10対 1の届け出医療機関にお
いて月平均夜勤時間72時間以下の要件の
みを満たせない場合 (3月 を限度)

1,352′点 1,050 メく

575 メま特別入院基本料
上記各区分の要件に該当しない医
療機関

748J煮 581 五煮
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A101 療養病棟入院基本料

1

2

看護配置 2週間以内

(1.30倍 )

2週 間超

(1.01倍 )
基本点数

看護師比率
看護補助配置

2,300 垢氣 1,787点1,769,点入院基本料A

2,231点 1,738点1,716点入院基本料 B

1,449 イ<1,866点入院基本料C 1,435点

1,794点 1,394点入院基本料D 1,380点

20:1以上

1,759点 1,367点1,353点入院基本料E

1,214点1,563′く1,202点入院基本料F

1,229点 954点入院基本料G 945点

1,167点 907 メ黒898 占魚入院基本料H

804点

20:1以 上

1,035点入院基本料 I 796 メ黒

20%以上

看護配置 2週間以内

(1,30倍 )

2週間超

(1.01倍 )

基本点教
看護師比率

看護補助配置

2,218点 1,723点1,706点入院基本料A

1,670点2,149 点1,653点入院基本料 B

1,386点1,784点入院基本料C 1,372点

1,712点 1,330点1,317点入院基本料D

25:1以上

1,677ι煮 1,303点1,290点入院基本料E

1,481点 1,150点l,139点入院基本料F

1,147点 891点882点入院基本料G

1,086点 843 デく835 メ氣入院基本料H

25:1以上

953 メ氣 740点733 メミ

20%以上

入院基本料 I

看護配置 2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1,01倍 )

基本点数
看護師比率

看護補助配置

569 :氣732J≪563 メ氣上記要件に該当しない医療機関特別入院基本料

*注 入院の日から起算して (1日 につき)
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A102 結核病棟入院基本料

*注 入院の日から起算して (1日 につき)

A103 精神病棟入院基本料

看護配置 2週間超

(1.01倍 )

基本点数
看護師比率

平均在院日数
2週間以内

(1.30倍 )

7:1以 上
7対 1入院基本料 1,566点

70%以上
2,036′点 1,582点

10:1以上
10姑 1入院基本料 1,311点

70%以上
1,704点 1,324点

13:1以上
13対 1入院基本料 1,103点

70%以上
1,434点 1,114点

15:1以上
15対 1入院基本料 945 デミ

40%以上
1,229点 954′煮

18:1以上
18対 1入院基本料 809 メミ

40%以上
1,052点 817点

20:1以上
20対 1入院基本料 763 メく

40%以上
992点 771点

看護配置
基本点数

看護師比率
平均在院日救

2週間以内

(1:30倍 )

2週間超

(1.01倍 )

1,158点
八院基本料 7対 1の届け出医療機関にお
いて月平均夜勤時間72時間以下の要件の
みを満たせない場合 (3月 を限度)

1,505点 1,170点7対 1特別入院基本料

1,240 メミ 964点10対 1特男1入院基本料 954点
入院基本料10対 1の届け出医療機関にお
いて月平均夜勤時間72時間以下の要件の
みを満たせない場合 (3月 を限度)

550 メミ
上記各区分の要件に該当しない
医療機関

715点 556 メ氣特別入院基本料

看護配置 平均在院 日数
基本点数

看護師比率 GAF尺度等

2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1.01倍 )

10:1以上 40日 以内
10対 1入院基本料 1,251点

70%以上
GAF尺 度30以下の患者
が 5割以上

1,626点 1,264点

13:1以上 80日 以内
13対 1入院基本料 931点

70%以上
GAF尺 贋30以下又は身

lオ
〔合併症を有する忠者が
4割以上

1,210点 940 メミ

15:1以上
15対 1入院基本料 811点

40%以上
1,054 メミ 819点

18:1以上
18対 1入院基本料 723 】黒

40%以上
940J≪ 730 メミ

20:1以上
20対 1入院基本料 669 】黒

40%以上
870 '氣 676 デ氣

看護配置 2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1.01倍 )

基本点数
看護師比率

平均在院日数

八院基本料10対 1の届け出
いて月平均夜勤時間72時間
みを満たせない場合 (3月

医療機関にお
以内の要件の
を限度)

1,290点 1,002点10対 1特別八院基本料 992 テ黒

特別入院基本料 550 秀黒
看護配置25:1以上で上記各区
分の要件に該当しない医療機関

715点 556 メ氣

*注 入院の日から起算して (1日 につき)
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A104 特定機能病院入院基本料

*注 入院の日から起算して (1日 につき)

看護配置 平均在院日数 2週間超

(1.01倍 )GAF尺度等

2週間以内

(1.30倍 )

基本点数
看護師比率

区分

7:1以上 26日 以内
1,582点2,036 メ氣lf566点

70%以上
7対 1入院基本料

28日 以内10:1以上
1,704点 1,324点1,311点

70%以上

一般病棟

10対 1入院基本料

7:1以上
2,036 メミ 1,582点

70%以上
7対 1入院基本料 1,566点

10:1以上
1,704点 1,324点

70%以上
10姑 1入院基本料 1,311点

13:1以上
1,114点1,434点1,103点

70%以上
13対 1入院基本料

15:1以 上
1,229点 954点

70%以上
945点

結核病棟

15対 1入院基本料

40日 以内7:1以上

GAF尺度30以下の
8者がS割以上

1,719点 1,335点1,322点
70%以上

7対 1入院基本料

10:1以上 40日 以内
1,264点GAF尺度30以下の

き者が5割以上

1,626点1,251点
70%以上

10対 1入院基本料

13:1以上 80日 以内

1,210点 940点
70%以上

GAF尺 度90以下又
は身体合併症を有す
る8者が 4割以上

13姑 1入院基本料 931点

15:1以 上
859 メミ1,105点850点

70%以上
15対 1入院基本料

精神病棟
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A105 専門病院入院基本料

*注 入院の日から起算して (1日 につき)

A106 障害者施設等入院基本料

*注 入院の日から起算 して (1日 につき)

看護配置
基本′点数

看護師比率
平均在院日数

2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1.01倍 )

7:1以 上
7対 1入院基本料 1,566J点

70%以上
2,036 メ≪28日 以内 1,582 五煮

10:1以 上
10対 1入院基本料 1,311,点

70%以上
33日 以内 1,704′点 1,324点

13:1以 上
13対 1入院基本料 1,103 メく

70%以上
1,434′点36日 以内 1,114J点

看護配置
基本点数

看護師比率

2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1.01倍 )

7:1以 上
7対 1入院基本料 1,566 メく

70%以上
2,036′ミ 1,582 メく

10,1以上
10対 1入院基本料 1,31l ι点

70%以上
1,704メ嶺 1,324点

13:1以上
13対 1入院基本料 1,103 メ≪

70%以上
1,434 メく 1,114点

15:1以上
15対 1入院基本料 965υ点

40%以上
1,255 五ま 975メ三
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A108 有床診療所入院基本料

1 有床診療所入院基本料 1

2 有床診療所入院基本料 2

3 有床診療所入院基本料 3

*注 入院の日から起算して (1日 につき)

2週間超

(1,01倍 )

2週間以内

(1.30倍 )

基本点数 看護配置

1,002,点771,点14日 以内

607 デま601,点15日 以上30日 以内

516 メく511点

看護職員 7人以上

31日 以上

2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1.01倍 )
看護配置基本点数

898 'ま691,点14日 以内

526メ訳521,点15日 以上30日 以内

476 デ≪471 汚煮

看護職員 4人以上 7人未満

31日 以上

2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1.01倍 )
基本点数 看護配置

664′煮511 折魚14日 以内

385 :≪381J点15日 以上30日 以内

355 川≪

看護職員 1人以上4人未満

351,点31日 以上
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A109 有床診療所療養病床入院基本料

※ 当該病棟の入院息者の うち、医療区分 3及び医療区分 2の患者の合計が 8割以上であるとして地方厚生
(支)局長
に届け出た病棟については、看護配置及び看護補助配置の要件が ( )内の基準となる

*注 入院の日から起算して (1日 につき)

区分

基本,点数 看護配置 看護補助配置
2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1.01倍 )

入院基本料A 986 メく 1,282 川≪ 996サ点

入院基本料 B 882 メく 1,147点 891υ煮

入院基本料 C 775 メく 1,008 メ設 783 メく

入院基本料D 613サ点 797 メ≪ 619v点

入院基本料 E 531 ナ魚

6:1以 上

(4:1以 上 )

※

6:1以 上

(4:1以 上 )

※

690 メ< 536 垢く

区 今

基本点数 看護配置 看護補助配置
2週間以内

(1.30倍 )

2週間超

(1,01倍 )

特別入院基本料 450点 585 メく上記要件に該当しない医療機関 455点
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